
● 那賀町ホームページ http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/

● 那賀町携帯サイト http://mobile.town.tokushima-naka.lg.jp/

那賀町ホームページには携帯サイトもあります
携帯電話でも那賀町のお知らせや行事・連絡先や道路災害情報
など主な情報を見ることができますので、ぜひご活用ください。
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今月の主な内容
・那賀町議会 9 月定例会 ………………… P.2 〜 6
・平成25年度決算状況及び平成26年度財政事情報告 …… P.7 〜 12

＊まちのようす＊
人　　口　　　　 人
男　　性　　　　 人
女　　性　　　　 人
世 帯 数　　　　 戸

（平成 26 年 9 月末現在）

9,453
4,479
4,974
4,049
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那賀町議会
９月定例会
◆町議会のようすは、会期中、那賀町ケー
ブルテレビ（11ch）で生中継されています。
また議会終了後も録画で数回放映されてい
ますので、ぜひご覧ください。

平成 26年
　平成26年9月定例会は、9月8日から24日までの17日間の会
期で開かれました。
　今定例会には条例の制定5件、平成26年度補正予算5件、指
定管理者の指定1件、契約の案件4件、その他2件、専決処分
の承認4件、報告10件の合計31件が提案され、請願3件、陳情
2件、諮問1件、発議7件とともに審査がおこなわれました。
　また9月11日の一般質問では、8人の議員が町政に対し一般
質問を行いました。

◆ 一般質問通告一覧表 ◆
9 月 11 日の一般質問における質問者と質問内容は、次のとおりです。

◆ 定例会会期日程 ◆ 自：平成26年9月 8 日
至：平成26年9月24日

質問順 質　問　者 質　　問　　内　　容

1 連記かよ子議員 台風11号、12号の災害について
町長の3選出馬の意向について

2 大澤夫左二議員 台風水災害、被災者救済と復旧対策について
那賀町全体の活性と地域活力のため第3セクターを中心に企業育成支援について

3 焏原廣幸議員
特別養護老人ホーム水の花荘及び相生デイサービスセンターの浸水被害に対する
支援策について
旧那賀高校木頭分校グラウンドの撤去及び前の推砂除去について

4 清水幸助議員
8月豪雨災害について
もみじ川温泉運営の監査請求報告について
町創りについて

5 山﨑篤史議員 災害復興対策とまちづくり構想について
もみじ川温泉の監査結果について

6 福永敏行議員

ダム問題について
防災について
もみじ川温泉決算報告について
リーダーとしての資質について
もみじ川温泉の赤字の原因と責任について
もみじ川温泉の今後の取り組みについて

7 新居敏弘議員

台風11号での浸水に対する対策本部での体制、対応について
被災者支援について
アイビレッジ等町が分譲した土地に対する支援について
雨量計の設置について

8 柏木　岳議員
台風12号による災害復旧と防災対策の抜本改革について
もみじ川温泉問題について
公営施設指定管理制度について

月  日 曜 事　　　　項 摘　　　　　　　　要
8月29日 金 議会運営委員会 会期日程等打ち合わせ
9月  3日 水 全員協議会開催 全員協議会　

9月  8日 月
本 　 会 　 議

開会　
会議録署名議員の指名
会期の決定
上程及び提案理由の説明
質疑　委員会付託
討論　採決

委 員 会 開 催 台風11号災害復旧対策特別委員会
本会議散会後　

9月  9日 火 休 　 会 一般質問通告締切
9月11日 木 本 　 会 　 議 一般質問
9月16日 火 委 員 会 開 催 産業厚生常任委員会　
9月17日 水 委 員 会 開 催 総務文教常任委員会　

9月18日 木 委 員 会 開 催 議会改革調査特別委員会
台風11号災害復旧対策特別委員会

9月22日 月 全員協議会開催 全員協議会　

9月24日 水 本 　 会 　 議

委員長報告　
委員長報告に対する質疑
討論　採決
追加提案及び提案理由の説明
質疑　討論　採決
閉会
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　◆　議案及び議決結果一覧表　◆

　提出された議案は、一部の議案を除きそれぞれの常任委員会に付託され、次のとおり議決されました。
議案番号 議案名 付託委員会 議決結果

議案第64号 那賀町木頭ゆず推進基金条例の制定について
（木頭ゆず推進基金を設置する）

産業厚生
常任委員会 原案可決

議案第65号 那賀町あすなろ作業所条例の制定について
（あすなろ作業所を設置する）

産業厚生
常任委員会 原案可決

議案第66号
那賀町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ
いて
（児童福祉法に基づき基準を定めるもの）

産業厚生
常任委員会 原案可決

議案第67号
那賀町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め
る条例の制定について
（子ども・子育て支援法に基づき基準を定めるもの）

産業厚生
常任委員会 原案可決

議案第68号
那賀町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制
定について
（児童福祉法に基づき基準を定めるもの）

産業厚生
常任委員会 原案可決

議案第69号

那賀町一般会計補正予算（第4号）について 各常任委員会 原案可決

◎877,030千円 追加し、総額 11,587,045千円 とする。    
（歳出の主な補正）
総務費・一般管理費（工作物・物品等整備評価支援業務委託料）
　　　・財産管理費（公共施設調査設計委託料）
　　　　　　　　　（庁舎等維持修繕工事）
　　　・企画総務費（次世代自動車インフラ整備促進事業）
　　　　　　　　　（EV充電器本体購入費）
民生費・社会福祉総務費（臨時福祉給付金）
　　　・保育所費（一般職給料）
　　　　　　　　（期末勤勉手当）
　　　　　　　　（共済組合負担金）
衛生費・環境衛生費（有害鳥獣駆除捕獲委託料）
　　　・医療対策費（パソコン購入費）
　　　・ごみ処理施設運営費（クリーンセンター造成実施設計業務委託料）
農林水産業費・農業委員会費（農地台帳システム整備事業委託料）
　　　　　　・農業振興費（木頭ゆずクラスター協議会補助金）
　　　　　　　　　　　　（木頭ゆず推進基金積立金）
　　　　　　・農業施設管理費（農産物加工所備品購入費）
　　　　　　・農地費（測量設計委託料）
　　　　　　　　　　（農道維持修繕工事）
　　　　　　　　　　（県営事業負担金）
　　　　　　・広域営農団地農道整備事業費（県営事業負担金）
　　　　　　・国土調査費（登記委託料）
　　　　　　・林業振興費（吉野地区水道施設改良工事設計委託料）
　　　　　　　　　　　　（吉野ビジネスセンター整備設計委託料）
　　　　　　　　　　　　（吉野地区水道施設改良工事）
　　　　　　・森林整備加速化・林業飛躍事業費（一般備品購入費）
　　　　　　・バイオマスタウン推進事業費（地域経済循環創造事業補助金）
　　　　　　・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費（作業道大張谷線工事）
　　　　　　・森林管理受託センター準備室事業費（森林環境保全直接支援事業委託料）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（林業担い手対策委託料）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森林環境保全直接支援事業）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森づくり支援交付金事業山林購入費）
　　　　　　・木材利用推進住宅費（和食住宅災害補修監理業務委託料）
　　　　　　　　　　　　　　　　（和食住宅災害補修工事費）
　　　　　　・林業生産等支援事業費（作業道松ノ木線工事）

1,400千円
1,821千円
2,000千円

▲ 2,268千円
2,754千円

24,105千円
4,511千円
4,104千円
1,046千円

12,160千円
1,760千円

35,856千円
2,000千円
2,000千円
2,000千円
1,653千円

10,000千円
6,500千円
4,000千円
1,500千円
1,610千円
3,240千円

23,490千円
14,040千円
2,009千円

33,900千円
2,500千円
5,450千円
1,634千円

38,800千円
5,000千円
1,113千円

29,765千円
1,000千円
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議案第69号

　　　　　　・林道維持管理費（林道維持修繕費）
　　　　　　　　　　　　　　（林道維持管理委託料）
　　　　　　　　　　　　　　（林道維持工事費）
　　　　　　・県単林道事業費（林道南川線改良工事）
　　　　　　・県単治山事業費（入野地区治山工事）
　　　　　　　　　　　　　　（鮎川地区水路修繕工事）
　　　　　　・道整備交付金事業費（林道東川千本谷線委託料）
　　　　　　　　　　　　　　　　（林道東川千本谷線工事費）
商工費・観光施設費（施設維持修繕費）
　　　　　　　　　（四季美谷温泉設備修繕工事）
土木費・土木総務費（吉野地区残土処理場用地購入費）
　　　　　　　　　（吉野地区残土処理場補償費）
　　　・残土処理場管理費（測量設計委託料）
　　　　　　　　　　　　（竹ヶ谷残土処理場管理委託料）
　　　・下ノ内地区住宅等移転対策費（下ノ内地区町営施設等解体工事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（公有財産購入費）
　　　・道路維持費（町道維持修繕工事）
　　　　　　　　　（町単活性化事業補助金）
　　　・道路新設改良費（測量設計委託料）
　　　　　　　　　　　（町道改良工事）
　　　・河川管理費（工事請負費）
　　　・砂防費（県単急傾斜地崩壊対策工事）
　　　・住宅管理費（施設等修理費）
消防費・常備消防費（一般職給料）
　　　　　　　　　（勤勉手当）
　　　・非常備消防費（出勤手当）
　　　　　　　　　　（消防被服費）
　　　・災害対策費（危険廃屋解体支援事業）
教育費・小学校管理費（小学校施設改修費（災害））
　　　　　　　　　　（小学校施設改修工事）
　　　　　　　　　　（小学校備品購入費）
　　　・教育振興費（小学校教材備品購入費（災害））
　　　・公民館費（公民館改修工事）
　　　・文化財保護費（歴史民族資料館改修工事）
　　　　　　　　　　（補償補填及び賠償金）
　　　・美術館費（美術館改修工事）
　　　・保健体育総務費（社会体育施設改修工事設計監理業務委託料）
　　　　　　　　　　　（社会体育施設改修工事）
災害復旧費・林道災害復旧費（災害復旧測量設計等委託料）
　　　　　　　　　　　　　（林道災害復旧工事費）
　　　　　・耕地災害復旧費（農地災害復旧工事）
　　　　　・公共土木施設災害復旧費（応急工事費）
その他

8,000千円
9,000千円
2,000千円
6,702千円
4,502千円
1,200千円
4,690千円

45,312千円
1,250千円
5,789千円

20,100千円
20,200千円
3,792千円
1,200千円
9,961千円

14,876千円
11,000千円
5,000千円

24,041千円
4,300千円
4,500千円

10,260千円
2,500千円
1,207千円
3,557千円
1,200千円
2,000千円
4,200千円

30,000千円
6,000千円
2,900千円
2,300千円

12,388千円
1,755千円
1,213千円

48,870千円
1,623千円
8,149千円
4,100千円

182,851千円
30,000千円
5,000千円

25,089千円

議案第70号

平成26年度那賀町国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）について 産業厚生
常任委員会 原案可決

◎2,886千円 追加し、総額 1,150,798千円 とする。    
（歳出の補正）
一般管理費
国庫支出金還付金       

1,843千円
1,043千円

議案第71号

平成26年度那賀町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第1号）について 産業厚生
常任委員会 原案可決

◎6,848千円 追加し、総額 456,617千円 とする。 
（歳出の補正）         
木沢診療所一般管理費
木頭診療所一般管理費
医療用消耗材料費

2,113千円
3,495千円
1,240千円
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議案第72号

平成26年度那賀町介護保険事業特別会計補正予算（第2号）について 産業厚生
常任委員会 原案可決

◎299千円 追加し、総額 1,683,196千円 とする。 
（歳出の補正）
介護予防ケアマネジメント事業費
総合相談事業費 
包括的、継続的ケアマネジメント事業費 

166千円
66千円
67千円

議案第73号

平成26年度那賀町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第3号）について 総務文教
常任委員会 原案可決

◎1,861千円 追加し、総額 185,369千円 とする。 
（歳出の補正）
一般管理費 1,861千円

議案第74号
那賀町あすなろ作業所指定管理者の指定について 産業厚生

常任委員会 原案可決

（指定管理者）丹生谷心身障害者会　会長　西田　修二    
（指定期間）平成26年10月1日から平成29年3月31日まで

議案第75号

工事請負契約の締結について（平成26年度道整備交付金事業　町道海川出原線
改良工事） 本会議採決 原案可決

（契約金額）100,980,000円  
（契約の相手方）株式会社　小野組　代表取締役　小野　恭補

議案第76号

事請負契約の締結について（平成26年度周波数有効利用促進事業消防救急デジ
タル無線整備工事） 本会議採決 原案可決

（契約金額）281,880,000円   
（契約の相手方）株式会社　日立国際電気　四国支社　支社長　吉田　茂

議案第77号

物品購入契約の締結について（平成26年度町単独那賀町消防本部資機材搬送用
消防車両購入） 本会議採決 原案可決

（契約金額）8,240,400円
（契約の相手方）徳島ポンプ株式会社　代表取締役　菊池　薫

議案第78号

物品購入契約の締結について（平成26年度電源立地地域対策交付金事業　小型
動力ポンプ付積載車購入） 本会議採決 原案可決

（契約金額）29,859,840円 
（契約の相手方）株式会社　藤島　徳島営業所　取締役所長　藤島　晴三

議案第79号
町道路線の認定について 産業厚生

常任委員会 原案可決

（路線名）四百場線
（起点）那賀町延野字四百場70番2（終点）那賀町延野字四百場75番1

議案第80号
和解及び損害賠償の額の決定について 本会議採決 原案可決

（損害賠償の額）1,212,488円
（相手方）HUMANOISE PRODUCTIONS　代表　住友　紀人

承認第8号 平成26年度那賀町一般会計補正予算（第3号）の専決処分の承認を求めること
について（専決第15号）  各常任委員会 承認

承認第9号 平成26年度那賀町簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）の専決処分の承認
を求めることについて（専決第16号）

産業厚生
常任委員会 承認

承認第10号 平成26年度那賀町集落排水事業特別会計補正予算（第1号）の専決処分の承認
を求めることについて（専決第17号）

産業厚生
常任委員会 承認

承認第11号 平成26年度那賀町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第2号）の専決処分
の承認を求めることについて（専決第18号）

総務文教
常任委員会 承認
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請願第1号 「特別秘密保護法」を速やかに撤廃するよう国に意見書提出を求める請願 平成26年9月24日 不採択

請願第2号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する請願 平成26年9月24日 採択

請願第3号 「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を国に求めることに関する請願 平成26年9月24日 みなし不採択

発議第8号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書について 平成26年9月24日 原案可決

発議第10号 軽度外傷性脳損傷に関する周知及び労災認定基準の改正などを要請する意
見書について 平成26年9月24日 原案可決

発議第11号 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者の調査を求める意見書に
ついて 平成26年9月24日 原案可決

発議第12号 町内学校及び幼稚園・保育園の統合を避け、拠点数を維持するよう求める
決議について 平成26年9月24日 原案可決

発議第13号 徳島県生活再建特別支援制度の拡充に関する意見書 について 平成26年9月24日 原案可決

陳情第5号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める陳情につ
いて 平成26年9月24日 採択

陳情第6号 核のない平和な社会の実現を求める陳情書について 平成26年9月24日 不採択

諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 平成26年9月8日 適任

報告第8号 平成25年度株式会社二十一わじきの経営状況について

報告第9号 平成25年度株式会社もみじ川温泉の経営状況について

報告第10号 平成25年度株式会社アイエフの経営状況について

報告第11号 平成25年度あじさい木工株式会社の経営状況について

報告第12号 平成25年度株式会社四季美谷温泉の経営状況について

報告第13号 平成25年度株式会社きとうむらの経営状況について

報告第14号 平成25年度健全化判断比率について

報告第15号 平成25年度資金不足比率について

報告第16号 損害賠償の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について（専決第13号）

報告第17号 専決処分の報告について（平成25年度道整備交付金事業町道海川出原線改良工事　変更契約）（専決第14号）
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平成25年度決算状況と
平成26年度財政事情を公表します

　那賀町財政事情の公表に関する条例第３条の規定に基づき、平成25年度決算の状況及
び平成26年度予算にかかる財政事情を報告します。　
　平成26年11月1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　那賀町長　坂口　博文

　本町では、町民の皆さまからの税
金や地方交付税、国・県支出金、町債
(町の借金)などがどのように使われて
いるか、その財政状況について、条例
に基づき毎年5月と11月の2回公表す
ることによりご理解をいただきなが
ら、まちづくりに必要な施策を推進し
ております。
　平成25年度一般会計決算につきまし
ては、経費の節減合理化を図り、財政

調整基金(町の貯金)に6億円を積み増し
するなど黒字決算となりました。
　平成25年度普通会計の決算は、歳入
が139億5,731万2千円、歳出が123億
8,359万7千円で差し引き15億7,371万
5千円となり、この額が26年度への繰
越金となります。(明許繰越による一
般財源含む）

　歳入では、町税など町でまかなえ
る財源（自主財源）は平成24年度と比
較して2,986万9千円増加し、地方交
付税や国、県からの支出金で構成され
る依存財源が76.7％を占めており依存
財源に頼っている状態です。このよう
に、国、県に大きく依存するうえ、歳
入の45.9％を占める地方交付税が前年
度に比べると4.3％減少となっていま
す。

普通会計の決算報告
※普通会計 ＝ 一般会計 ＋ ケーブルテレビ事業会計

歳入 139億5,731万2千円

〔自主財源〕
32億4,660万8千円

〔依存財源〕107億1,070万4千円
76.7%23.3%

（　　　 ）
（　　　 ）
（　　　 ）
（　　　 ）
（　　　 ）

普通会計
［歳入］

139億5,731万2千円

地方交付税
64億496万9千円

（45.9%）県支出金
13億1,518万

5千円
（9.4%）

地方債
13億3,750万円

（9.6%）

町税　
10億7,220万

9千円
（7.7％）

繰越金
13億4,657万

8千円
（9.7%）

国庫支出金
14億3,724万4千円
（10.3%）

繰入金
2,871万3千円
（0.2％）

町税の内訳（10億7220万9千円）

その他の収入（5.8％）
・使用料及び手数料
・諸収入
・分担金負担金
・財産収入
・寄付金

3億1,341万6千円
3億7,915万4千円
3,788万2千円
6,622万1千円
243万5千円

その他の交付金（1.4％）
・地方譲与税
・地方消費税交付金
・自動車取得税交付金
・地方特例交付金
・利子割交付金
・株式等譲渡所得割交付金
・配当割交付金
・交通安全対策特別交付金

8,916万1千円
8,063万9千円
1,829万9千円
97万4千円
250万3千円
1,704万2千円
551万7千円
167万1千円

○地方債残高（借金）
   …約４億円減（H24年度比）
○基 金（貯金）
   …約16億円増（H24年度比）

①町民税
②固定資産税
③軽自動車税
④市町村たばこ税
⑤入湯税

4億4,038万4千円
5億5,551万6千円
2,743万2千円
4,786万3千円
101万4千円

41.1%
51.8%
2.6%
4.5%
0.1%
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普通会計の決算報告 歳出 123億8,359万7千円

出
歳
別
的
目

出
歳
別
質
性

普通会計
［歳出］

123億8,359万7千円

公債費
17億8,295万4千円
（14.4%）

人件費
17億5,031万
　　　　1千円
（14.1%）

普通建設事業費
39億3,832万円
（31.8%）災害復旧事業費

8,009万6千円
（0.6%） 扶助費

3億8,000万6千円
（3.1%）

物件費
12億3,193万5千円
（9.9%）

繰出金
7億1,573万6千円
（5.8%）

積立金
16億7,450万7千円
（13.5%）

補助費
7億281万
8千円

（5.7%）

投資及び出資・貸付金
1,938万円
（0.2%）

　平成26年度からは消防本部を海部消防組合か
ら独立させた町独自の常備消防組織を設置し、
上流地区に設置の救急隊との連携により消防･救
急体制の充実させ、ゴミ処理施設の改修・改築、
バイオマスタウン事業の推進、簡易水道や飲料
水供給施設の大規模改修、医療体制の継続的な
確保など様々な懸案事項に対応していかなけれ
ばなりません。町の財政は、地方交付税や各種
補助金など国の施策による影響が大きく、財政
状況は、なお厳しい状況が続くと予測されます
が、今後においても、景気の低迷、国の施策の
動向を注視し、限られた財源を重点的・効率的
に配分し、行政サ－ビスの低下を招かないよう
柔軟かつ慎重な財政運営を図り、財政の健全化
に努めて参りたいと考えておりますので、町民
の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

　歳出では、義務的経費（公債費、人件費、扶助費）が31.6％を占め、そのうち借金の返済にあたる公債費が減少はして
いるものの14.4％と依然、町財政を圧迫している状況で、後年度の負担を増やさないよう普通建設事業等を厳選し、地方
債の借入れを年間10億円程度に抑え、毎年度10億円以上の地方債残高の減少を目標とし、公債費の削減を図っています。
人件費は歳出額全体の14.1％を占め17億5,031万1千円であり、前年度に比べて2,258万1千円減少しました。普通建設事業
費は歳出額全体の31.8％を占めており、この比率は徳島県下でトップクラスと考えられます。このように平成25年度にお
いても公債費と人件費を抑制しながら、国や県の補助金を活用した公共事業などの普通建設事業を多く使い、景気対策及び
地域雇用の確保に努めました。

維持補修費　1億753万4千円（0.9%）

◆町民一人あたりのお金って？ 　那賀町民１人当たりの額（平成25年度）とは、平成26
年１月１日の住民基本台帳登録人口9,620人をもとに算
定、換算した額になっています。
［注1］積立金は、財政調整基金、減債基金、特定目的基金の合計
［注2］地方債は一般会計分

町民１人当たりの税負担  
町民１人当たりに使われたお金  
町民１人当たりの積立金（貯金）  
町民１人当たりの地方債（借金）  

11万1千円
128万7千円
120万8千円
149万7千円

10万7千円
113万6千円
96万7千円
150万7千円

項　　　目 平成25年度 平成24年度

義務的経費　39億1,327万1千円(31.6%)

投資的経費　40億1,841万6千円(32.4%)

その他経費　44億5,191万円(36.0%)
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地 域 の 元 気
臨 時 交 付 金 基 金
公 共 用 施 設 維 持
補 修 基 金

基金の状況報告 基金残高 119億2,643万5千円
～合併時持寄額と25年度末現在高～

－

－

－

－

－

－

－

－

－

9,120万6千円

100万円

5,026万2千円

643万5千円

56万3千円

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

8万6千円

－

－

－

－

－

－

25年度末 25年度末 25年度末 25年度末 25年度末 25年度末

1億4,955万
2千円

－

－

－

－

－

－

－

－

638万4千円

637万円

－

－

－

822万7千円

－

447万4千円

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

3億1,184万
3千円

1億5,596万
1千円

1億3,042万
7千円

－

－

－

－

－

－

－

－

150万7千円

8,087万8千円

661万3千円

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

3,098万7千円

－

1億1,991万
8千円

－

－

－

－

－

－

－

－

8,311万3千円

628万3千円

－

－

－

－

－

－

97万5千円

－

－

－

－

－

－

－

－

1,085万4千円

－

－

－

－

－

－

2億6,478万
1千円

1億6,355万
6千円

－

－

－

－

－

－

－

－

1億481万円

1,025万4千円

－

－

－

－

－

－

－

293万4千円

392万2千円

－

－

－

－

－

－

4,748万7千円

－

－

－

－

－

－

3億6,357万
3千円

1億9,416万
5千円

33万6千円

210万4千円

41万円

506万4千円

3,052万円

5,026万2千円

643万5千円

56万3千円

822万7千円

－

447万4千円

97万5千円

293万4千円

392万2千円

－

290万7千円

5,000万円

4,593万円

5億72万8千円

436万円

4,411万7千円

560万5千円

198万2千円

3,098万7千円

－

51億9,363万
1千円

119億2,643万
5千円

44億981万
6千円

23億2,298万
8千円

67億3,280万
4千円

13億1,030万
9千円

2億8,516万
9千円

5億7,087万
7千円

20億1,004万
6千円

2億1,438万
8千円
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財政指標

財産の状況

地方債（借金）の現在高

基金（貯金）の現在高

一時借入金 …なし

特別会計と企業会計の決算報告
特別会計

企業会計

平成25年度

72.6％ 9.3％

25年度末

25年度末 24年度末

1,646,116

9,810,341

11,456,457

162,253

2,523

164,776

8,636万円

2,477万5千円

6億9,818万8千円

143億9,940万5千円

14億4,616万6千円

6億3,717万2千円

164億8,274万3千円

146億5,601万9千円

15億6,230万9千円

6億7,854万2千円

168億9,687万円

25年度末 24年度末

44億981万6千円
23億2,298万8千円
48億9,219万2千円

2億6,286万5千円

118億8,786万1千円

38億155万6千円
21億1,838万5千円
40億5,338万1千円

2億6,272万3千円

102億3,604万5千円

11億5,729万円
9億6,381万1千円
16億1,710万1千円

1億5,363万円
1億9,853万7千円
3億3,795万8千円

566万1千円

10億9,538万4千円
3億9,157万円
15億7,463万円
1億5,115万円

1億3,753万3千円
1億105万1千円

29万8千円

6,190万6千円
5億7,224万1千円
4,247万1千円

248万円
6,100万4千円

2億3,690万7千円
536万3千円

2,995万1千円
1,000万円

5億6,393万4千円
8,615万9千円

2,145万9千円
3,509万8千円
6億529万3千円
8,615万9千円

849万2千円
△2,509万8千円
△4,135万9千円
ー　　　　 
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財政事情のお知らせをします 平成26年度

一般会計

特別会計

企業会計

平成26年度上半期（4月～9月）の予算執行状況をお知らせします。（9月30日現在）

9億3,661万6千円
8,360万円
251万8千円
296万7千円
523万8千円
7,913万5千円
1,712万4千円

100万円
57億6,927万1千円

100万円
9,373万7千円

2億2,123万2千円
9億2,621万7千円
18億1,895万3千円

9,840万1千円
230万2千円

11,994万1千円
7億1,325万9千円
2億7,958万6千円
20億3,620万円

132億829万7千円

※合計は９月末予算117億2,189万2千円に繰越明許費14億8,640万5千円を反映させた金額です。

8,708万円
21億5,693万9千円
21億315万3千円
9億4,094万5千円
23億362万9千円
1億5,123万円

14億7,558万1千円
8億7,268万6千円
9億9,639万7千円
3億1,788万1千円
17億7,277万6千円

3,000万円

132億829万7千円

7億6,379万2千円
2,409万8千円
85万7千円
170万8千円

0円
5,390万円
225万円
77万3千円

41億1,534万5千円
72万5千円

1,655万4千円
8,224万5千円
1億82万1千円
4,826万5千円
1,115万6千円
378万8千円

0円
15億3,121万7千円

3,396万1千円
0円

67億9,147万2千円

4,556万9千円
7億3,575万3千円
7億2,736万2千円
2億3,089万6千円
4億1,444万4千円
7,884万7千円

3億7,426万7千円
3億293万3千円
3億5,068万8千円
3,788万2千円

88億742万8千円

41億8,606万8千円

11億5,079万8千円
4億5,661万7千円
16億8,319万6千円
1億7,350万7千円
1億5,157万6千円
1億5,013万2千円
1億8,536万9千円

44万6千円

5億2,679万2千円
7億283万4千円
6億8,803万8千円
3,760万6千円

2億7,080万3千円
1億2,741万6千円
9,212万8千円
536万3千円

11億5,079万8千円
4億5,661万7千円
16億8,319万6千円
1億7,350万7千円
1億5,157万6千円
1億5,013万2千円
1億8,536万9千円

44万6千円

4億3,093万9千円
1億8,134万7千円
6億9,777万2千円
2,431万8千円
4,967万5千円
5,350万7千円
4,911万9千円

20万円

3,079万3千円
3,600万円

6億3,366万円
4,310万1千円

1,539万1千円
3,600万円

2億889万3千円
1,550万5千円

3,079万3千円
5,677万8千円

6億5,025万9千円
4,410万2千円

436万5千円
2,349万6千円

2億9,502万8千円
1,905万5千円
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「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」

（
以
下
「
健
全
化
法
」）
が
平
成
20
年
４
月
か
ら
施
行
さ

れ
、
町
は
４
つ
の
指
標
か
ら
な
る
健
全
化
判
断
比
率
と
、

公
営
企
業
ご
と
の
資
金
不
足
比
率
を
算
定
、
監
査
委
員

の
審
査
に
付
し
た
上
で
議
会
に
報
告
し
、
町
民
の
み
な

さ
ま
に
公
表
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

健
全
化
法
で
は
、
健
全
化
判
断
比
率
の
う
ち
１
指
標

で
も
早
期
健
全
化
基
準
以
上
と
な
っ
た
場
合
は
財
政
健

全
化
計
画
等
を
、
ま
た
資
金
不
足
比
率
が
経
営
健
全
化

基
準
以
上
と
な
っ
た
場
合
は
経
営
健
全
化
計
画
を
策
定

し
、
町
財
政
の
早
期
健
全
化
及
び
財
政
の
再
生
、
公
営

企
業
の
経
営
の
健
全
化
に
向
け
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

健
全
化
判
断
比
率
等
の
財
政
指
標
の
公
表
は
平
成
19

年
度
決
算
か
ら
で
、
財
政
健
全
化
計
画
等
策
定
の
義
務

付
け
は
平
成
20
年
度
決
算
か
ら
の
適
用
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

那
賀
町
の
平
成
25
年
度
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断

比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
は
下
記
の
と
お
り
と
な
り
、

い
ず
れ
の
指
標
も
基
準
を
下
回
っ
て
お
り
、
実
質
公
債

費
比
率
に
つ
い
て
は
９
・３
％
（
平
成
24
年
度
11
・
３
％
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。
公
債
費
の
縮
減
を
図
る
た
め
、
平

成
19
年
度
か
ら
21
年
度
に
お
い
て
高
利
率
債
の
補
償
金

免
除
繰
上
償
還
を
行
う
と
と
も
に
、
普
通
建
設
事
業
を

厳
選
し
新
規
地
方
債
発
行
額
を
毎
年
度
10
億
円
程
度
に

抑
制
し
て
お
り
、
比
率
は
毎
年
改
善
の
方
向
に
向
か
っ

て
い
ま
す
。
今
後
に
お
い
て
も
、
事
業
の
計
画
的
な
執

行
を
行
い
、
借
入
と
償
還
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が

ら
地
方
債
残
高
を
減
少
さ
せ
、
実
質
公
債
費
比
率
の
さ

ら
な
る
改
善
に
努
め
ま
す
。 

平
成
25
年
度
決
算
に
基
づ
く

　
健
全
化
判
断
比
率
及
び

　
資
金
不
足
比
率
の
公
表
に
つ
い
て

指　　　　標 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
那　　　　賀　　　　町 － ％ － ％ 9.3% － ％
早期健全化基準（※１） 13.90% 18.90% 25.0% 350.0%
財 政 再 生 基 準（※２） 20.00% 30.00% 35.0%

※対象となる比率がない（＝赤字がない）
　場合は、「－」で表記しています。

１．健全化判断比率　※対象となる比率がない（＝赤字がない）場合は、「－」で表記しています。

健全団体 （※1を上回ると）
早期健全化団体

（※2を上回ると）
財政再生団体財政悪化 財政悪化

◆那賀町の
　実質公債比率の推移

年々財政改善し
ています。

那賀町は
赤字のない
健全団体です

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
18.3％ 15.7％ 13.7% 11.3 ％ 9.3％

特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準
工業用水道事業会計 － ％

20.0%
上那賀病院事業会計 － ％
簡易水道事業会計 － ％
集落排水事業会計 － ％

２．資金不足比率

 

＝ 一般会計等の実質赤字額（0千円）
標準財政規模（7,450,730千円）

◎標準財政規模 ……… 地方公共団体が標準的な状態のとき、通常収入される経常的一般財源の規模
標準財政規模 ＝ 標準税収入額等 ＋ 普通交付税額 ＋ 臨時財政対策債発行可能額

 （7,450,730千円）　  （1,322,071千円）　　 （5,748,948千円）　   　　 （379,711千円）

＝ 連結実質赤字額（0千円）
標準財政規模（7,450,730千円）

＝
（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

 

＝
将来負担額（17,608,262千円）－充当可能財源等（24,747,765千円）

標準財政規模（7,450,730 千円）

 

＝ 資金の不足額
事業の規模

実質赤字比率 ……… 一般会計等の実質赤字が標準財政規模に占める割合
実質赤字比率
（－％）

連結実質赤字比率  ……… 全会計（財産区事業会計は除く）の実質赤字が標準財政規模に占める割合
連結実質赤字比率
（－％）

実質公債費比率  ……… 一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に占める割合
実質公債費比率
（３ヶ年平均）
（9.3％）

将来負担比率 ……… 一般会計等が将来負担すべき実質的な債務が標準財政規模に占める割合
将来負担比率

（－％）

資金不足比率 ……… 公営企業ごとの資金不足額が事業規模に占める割合
資金不足比率
（－％）
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（６）部門別職員数の状況　　　　（各年４月１日現在　単位：人）

※職員数は、各年度の 4 月 1 日現在定員管理調査に基づき算出しています。
　ただし、町長、副町長、教育長、再任用（短時間勤務）は、除いています。
※非常勤職員・臨時的に雇用された職員は含まれていません。

２．職員の給与の状況
（１）人件費の状況（普通会計決算）　　　　  　（単位：千円）

※人件費には、議員、委員等報酬、特別職に支給される給料及び市町村職員
共済組合負担金等を含みます。

（２）職員給与費の状況（普通会計予算）　　  　（単位：千円）

※給与費は、平成 26 年度一般会計予算書に計上された数値です。

（３）ラスパイレス指数

（４）職員の平均給与額　　　　　　　　　　　　（単位：円）

※平均給料月額とは、各年度の４月１日現在における各職種ごとの職員の基
本給の平均です。

※平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、通勤手当、地域手当、
住居手当、時間外勤務手当、宿日直手当などの諸手当の額を合計したものです。

※各欄の数値は、地方公務員給与実態調査により算出したものです。

（５）初任給基準　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

人事行政の運営等の
状況の公表

「那賀町人事行政の運営等の状況の公表
に関する条例」に基づき、その概要を
公表します。

１．職員の任免及び職員数に関する状況
（１）職員の総数　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

（２）職員の採用状況　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

（３）再任用の状況　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

（４）職員の退職状況　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

（５）部局別職員数　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

区　　分
平成25年
４月１日
職員数

平成25年4月2日以降 平成26年
４月１日
採用者数

再任用者数
( )はうち
短時間

区分間
の異動
者数

平成26年
４月１日
職員数

備
考採用者数 退職者数

本　庁　等 227 9 7 2（1） ▲ 17 210
病院・診療所等 58 3 6 4 1 60
消　　　防 0 15 17 32
合計職員数 285 3 15 26 3（1） 0 302

採用年月日 職　　種 男 女 合計 備　　　　　考

平成25年
4月1日

行政職 5 2 7 新採７(保育士、救急隊含む）
医療職 2 0 2 医師２

技能労務職 0 0 0
計 7 2 9

平成25年
4月16日

行政職 0 1 0 新採１(看護師）
医療職 0 0 0

技能労務職 0 0 0
計 0 1 0

平成26年
1月1日

行政職 0 1 1 新採１(理学療法士）
医療職 0 0 0

技能労務職 0 0 0
計 0 1 1

平成26年
3月1日

行政職 0 1 1 新採１(看護師）
医療職 0 0 0

技能労務職 0 0 0
0 1 1

平成26年
4月1日

行政職 18 5 23 新採13(保育士２薬剤師１含む）割愛15（消防）
医療職 3 0 3 医師3

技能労務職 0 0 0
計 21 5 26

退職年度 職　　種 男 女 合計 備　　考

平成24年度中
定年退職 1 5 6
勧奨退職 2 0 2

普通退職（自己都合）等 4 1 5 医師含む
計 7 6 13

平成25年度中
定年退職 5 3 8
勧奨退職 2 1 3

普通退職（自己都合）等 2 2 4 医師含む
計 9 6 15

部局別 平成25年
４月１日

平成26年
４月１日

条例に定める職員定数
平成26年４月１日現在

町長の事務部局 248 236 240
議会の事務部局 2 2 3

教育委員会の事務部局 33 32 40
農業委員会の事務部局 1 1 1
監査委員の事務部局 1 1 3

消防職員 0 32 35
合計職員数 285 304 322

区　　　　　　分 職員数 対前年増減数
部　　　　　　門 平成24年 平成25年 平成26年 平25 平26

一般行政部門

議　会 2 2 2 0 0
総　務 61 64 48 3 ▲ 16
税　務 6 6 7 0 1
民　生 58 58 59 0 1
衛　生 34 34 32 0 ▲ 2
労　働 0 0 0 0 0
農林水産 16 17 17 1 0
商　工 3 3 3 0 0
土　木 10 10 11 0 1
小　計 190 194 179 4 ▲ 15

特別行政部門
教　育 34 33 31 ▲ 1 ▲ 2
消　防 0 0 32 0 32
小　計 34 33 63 ▲ 1 30

公営企業等会計
部　　　　門

病　院 54 54 55 0 1
水　道 0 0 0 0 0
その他 5 4 4 ▲ 1 0
小　計 59 58 59 ▲ 1 1

合　　　　　計 283 285 301 2 16

区　　分 平成25年3月31日
住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率

平成25年度 9,726 12,383,597 1,207,812 1,750,311 14.1

区　分 職員数
Ａ

給　　　与　　　費 1人当たり給与費
Ｂ／Ａ給　料 職員手当 期末・勤勉手当 B

平成26年度 243人 902,048 154,094 327,378 1,383,520 5,693

年　度 各年４月１日現在
Ｈ22 96.3
Ｈ23 95.5
Ｈ24 104.1(96.1)
Ｈ25 104.1(96.1)
Ｈ26 未定

※ラスパイレス指数とは、
国家公務員の給与水準
を 100 とした場合の地
方公務員の給与水準を
示す指数を言います。

※ (　　) は、給与特例法
の措置がなかった場合
の参考値

会計年度 職種区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

平成25年度
一般行政職 42.0 315,226 363,492

医師職 38.2 408,650 1,004,400
技能労務職 48.7 280,947 298,070

平成26年度
一般行政職 43.7 329,053 383,727

医師職 39.1 412,400 993,270
技能労務職 48.7 279,215 297,605

採用年月日 職　　種 男 女 合計 備　　　　　考

平成25年度は採用なし

職種区分 試験の種類 学歴免許等 級　号俸 給料月額

一般行政職

上級 大学卒 １－２５ 172,200

中級
短大３卒 １－１９ 158,700
短大２卒 １－１５ 152,800

初級 高校卒 １－　５ 140,100

技能労務職
技能職 高校卒 １－１３ 133,100
労務職 高校卒 １－　１ 121,600



14広報なか

（６）一般行政職の級別職員数の状況

※那賀町の職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※標準的な職務の内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務を示しています。
※各欄の数値は、地方公務員給与実態調査により抜粋したものです。

（７）職員手当の状況　制度の状況（平成 26 年 4 月 1 日現在）

※退職手当については徳島県市町村総合事務組合に事務委任しています。

（８）特別職の報酬等の状況
　平成 25 年度の状況は次のとおりです。　　　　　　　　　　（単位：円）

※退職手当については徳島県市町村総合事務組合に事務委任しています。

３．勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）一般職員の勤務時間の状況
　平成 25 年度

※平成 25 年度の１日の勤務時間は、午前８時 30 分から午後５時 15 分まで
の１日７時間 45 分、週 38 時間 45 分勤務で、原則週休２日制となってい
ます。町民サービスの向上、業務の効率化、経費の削減等の目的で、勤務
時間を振替して、勤務時間帯をずらしたり、交代で勤務するなど、業務内
容によって異なる勤務形態を取る部署もあります。

（２）休暇制度の概要（平成 25 年４月１日現在）

○年次休暇　

平成26年4月1日現在 平成25年4月1日
級区分 標準的な職務の内容 職員数 構成比(%) 職員数 構成比(%)

6 参事・困難な業務を処理する課長 27 19.2 30 19.0
5 課長・主幹・課長補佐 39 27.7 33 20.9
4 主査・困難な業務を分掌する係長 34 24.1 37 23.4 

3 係長・主任・特に経験を必要とす
る業務を行う主事 25 17.7 27 17.1

2 経験を必要とする業務を行う主事 4 2.8 3 1.9 
1 主事・主事補・技師補 12 8.5 28 17.7

合　　　　　計 141 100.0 158 100.0 

手当の種類 支　給　内　容　等

扶養手当
・配偶者　　　　　月13,000円
・配偶者以外　　　月  6,500円
・配偶者がいない場合1人目 月11,000円、2人目から 月6,500円
・特定期間の加算　子のうち15歳から22歳の者は、5,000円加算

通勤手当

通勤のために自動車等を使用し、距離片道２キロメートル以上の
者に支給する。
・２㎞から ６㎞まで　4,200円   
・６ ㎞から10㎞まで　6,000円   
・10㎞から14㎞まで　8,400円   

住居手当

居住するための住宅を借り受け、使用料を支払っている場合に支給する。
家賃額（月）　　　　　住居手当支給額（月）
・23,000円以下　　　　　→家賃額－12,000円
・23,000円超55,000円未満→（家賃額－23,000円)×1/2＋11,000円
・55,000円以上　　　　　→27,000円

管 理 職
手 　 当

職区分 職務の級 区分 管理職手当額 備考

行政職

６級
参事 49,400円
課長 職に応じて30,000円から40,000円

５級
課長 職に応じて25,000円から30,000円

課長補佐 23,500円
４級 課長補佐 21,200円

医療職 職務の級と職に応じて給料月額の5％から30％を支給する。

※以上4㎞毎に段階的に2,500
円から2,800円増額

地域手当 医師に支給（給料＋管理職手当＋扶養手当）×0.10
初任給調整手当 採用1年目から35年以内の医師に支給　月額410,900円以内

時 間 外
勤務手当
　 等

時間外勤務の種類 時間外勤務手当１時間の算出＝
給料の時間単価×下記の支給割合

勤務日の時間外勤務 １００分の１２５
勤務日の時間外勤務（月60時間超過） １００分の１５０
土曜日等の時間外勤務 １００分の１３５
土曜日等の時間外勤務（月60時間超過） １００分の１５０
午後10時から翌日午前5時までの勤務 上記の率にそれぞれ100分の25を加算

宿 日 直
手 当 等

宿・日直一回につき
本庁、支所 　４，２００円
医　　　師 １５，０００円
看　護　師 　８，０００円

期末勤勉
手 当

支給時期 期末手当支給月数 勤勉手当支給月数
６月期 １．２２５月 ０．６７５月

１２月期 １．３７５月 ０．６７５月
１年間計 ２．６００月 １．３５０月

※役職により給料月額の5～15％が手当基礎額に加算されます。

退職手当

勤続年数
事　　　由

自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 21.62月分 27.0250月分
勤続２５年 30.82月分 36.5700月分
勤続３５年 43.70月分 52.4400月分
最高限度 52.44月分 52.4400月分

※定年前早期退職時　退職手当の基礎となる額に2％から最大で30％の加算があります。

区　　　分 給　料　月　額　等

給  料
町　長 723,000
副町長 578,400
教育長 532,500

報  酬
議   長 255,900
副議長 218,100
議   員 182,000

期末手当

町　長 ６月期 １．２２５月

※給料又は報酬月
額の15％が期末
手当の基礎額に
加算されます。

副町長 １２月期 １．３７５月
教育長 合　　計 ２．６００月
議   長 ６月期 １．２２５月
副議長 １２月期 １．３７５月
議   員 合　　計 ２．６００月

退職手当
町　長 在職一ｹ月につき43.50／100 ※退職手当の支給時

期は任期満了時又
は退職時です。

副町長 在職一ｹ月につき25.75／100
教育長 在職一ｹ月につき20.00／100

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間
３８時間４５分 8時30分 17時15分 12時00分～13時00分

１年に付最高 20 日間付与され、残日数は翌年に繰り越すこと
が出来ます。
療養のため勤務しないことが、やむを得ないと認められる必要
最小限度の期間。

○傷病休暇

○特別休暇

特殊勤務
手　　当

名称 算定方法 支給割合又は月額

医　師

病院長・診療所長
給料月額と扶養手
当月額を加算した
額に右記に掲げる
支給割合を乗じて
算定する

３０％以内
医長・所長補佐 １５％以内
医師臨床手当 １０％以内
医師危険手当 ５％以内

医師放射線手当 ５％以内
医師時間外勤務時間
診療業務従事手当 毎月定額 月額105,000円

以内

看護師
主任看護師

毎月定額

月額5,000円
看護師危険手当 月額3,000円

その他

放射線技師 月額5,000円
薬剤師 月額3,000円

理学療法士 月額3,000円
作業療法士 月額3,000円
管理栄養士 月額3,000円
検査技師 月額3,000円

特別休暇の種類 期　　　　　　　　　間
1 公民権行使休暇 その都度必要と認める期間
2 官公署出頭休暇 その都度必要と認める期間
3 骨髄提供休暇 その都度必要と認める期間
4 ボランティア休暇 ５日以内
5 婚姻休暇 ５日以内
6 妊娠中又は出産後の通院休暇 妊娠月数に応じて定めた回数までで、必要と認める期間

7 分べん休暇 その分べん予定日前８週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間）に
当たる日から分べんの日後８週間目に当たる日までの期間内

8 育児休暇 １日２回それぞれ30分以内
9 配偶者出産休暇 ２日以内
10 忌引き 続柄に応じて定めた期間内で、必要と認める期間
11 父母、配偶者又は子の祭日休暇 ２日以内
12 夏期休暇 ５日以内
13 感染症まん延防止休暇 その都度必要と認める期間
14 住居滅失・損壊休暇 その都度必要と認める期間
15 非常災害交通遮断休暇 その都度必要と認める期間
16 交通機関の事故等による不可抗力休暇 その都度必要と認める期間
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○介護休暇    
    
    
○育児休業 
       （３）休暇等の取得の状況

４．職員の分限及び懲戒処分の状況
（１）分限処分者数

分限処分は、公務の能率を維持し適正に運営するため、一定の事由がある
場合に、職員の意に反して身分上の不利益処分を行うものです。平成 25 年度
の分限処分はありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

（２）懲戒処分者数
懲戒処分は、職員に法令や職務上の義務違反や非行があった場合に、職員

に対し道義的責任を問うもので、地方公共団体の規律を守り公務遂行の秩序
を維持することを目的としています。平成 25 年度の懲戒処分はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

５．服務の状況
（１）職務専念義務免除

職員は、法律や条例に特別の定がある場合を除いて、勤務時間及び職務上
の注意力のすべてを用いて全力をあげて職務に専念しなければなりません。
しかし、合理的理由がある場合には、特例として職務専念義務を免除するこ
とを認めています。那賀町では、次の場合が職務専念義務の免除に該当します。

１．研修を受ける場合
２．人間ドックや健診などの福利厚生に基づく事業に参加する場合

（２）訓告等の状況
訓告等は、職員等に非違行為に対する責任を自覚させるとともに、服務を

厳正に保持するため、職員等に対する指導監督上の措置として行うものです。
平成 25 年度の訓告等は、ありません。　　　　　　　　　　　（単位：人）　

６．研修及び勤務成績の評定の状況
（１）研修の状況　平成 25 年度の研修の状況は次のとおりです。

○　内部研修

○　外部研修

（２）平成 25 年度勤務成績の評定の状況は次のとおりです。

７．職員の福祉及び利益の保護の状況
那賀町では、職員の福利厚生制度として、町内医療機関での健康診断を受

けた場合と人間ドックを受診した場合は３年に１回、受診経費の一部を助成
しています。

平成 25 度受診者数

８．競争試験及び選考の状況
平成 25 年度実施職員採用競争試験の受験者及び合格者数

選考による採用はありません。

９．勤務条件に関する措置の要求の状況
平成 25 年度措置要求はありません。

10．不利益処分に関する不服申立ての状況
平成 25 年度該当ありません。

17 生理休暇 その都度必要と認める期間。ただし２日を超えるとき
は、その超える期間については、傷病休暇による。

18 リフレッシュ休暇 連続する３日以内　(勤務年数４年経過以降５
年毎に取得することができる）

19 小学校就学前の子の看護休暇 ５日以内（子が2人以上の場合は10日以内）
20 短期介護休暇 ５日以内（要介護者が2人以上の場合は10日以内）

介護を必要とする者の一の継続する状態ごとに、連続する２週間以上
６月の期間内において必要と認められる期間取得できる。無給休暇。

３歳に満たない子を養育するため、子が３歳に達するまでの期間を限
度として職務に従事しないことができる。育児休業期間中は無給。

平成25年1月1日から平成25年12月31日までの
年次有給休暇の取得日数

一般の事務職平均
11.8日

平成25年度介護休暇の取得者数 ０人
平成25年度育児休業の取得者数 ９人

処分の事由 免職 休職 降任 降給 合計
１　勤務成績が良くない場合 0 0 0 0 0
２　心身の故障のため 0 0 0 0 0
３　職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0

合　　　計 0 0 0 0 0

処分の事由 免職 停職 減給 戒告 合計
１　法令に違反した場合 0 0 0 0 0
２　職務上の義務に違反し、又

は職務を怠った場合 0 0 0 0 0

３　全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合 0 0 0 0 0

合　　　計 0 0 0 0 0

措　置　事　由 訓告 厳重注意 合計
１　法令に違反した場合 0 0 0
２　職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 0 0 0
３　全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0

合　　　　　計 0 0 0

研　修　の　内　容 受講者数(人）

那賀町職員研修
合併10年那賀町の歩みと今後の政
策課題について
地域おこし協力隊活動について

214

研　修　の　内　容 受講者数(人）

一 般 研 修

新規採用職員 6
職員Ⅰ
職員Ⅱ
係長級 1
課長補佐級 1
課長級

特 別 研 修

パソコン研修 1
事例で学ぶ民法講座 1
メンター（新人職員指導者）養成講座 1
簿記講座 5（うち監査委員１）
契約事務講座 4
地方公営企業法改正対応研修 3
困難クレーム対応研修 1
法政執務講座 3
情報技術支援講座 1
教養講座（21 世紀の環境とエネルギー） 1

定住自立圏共生
ビジョン取組事業

労働安全衛生研修 1
職員コンプライアンス研修 3
接遇研修 3
合　　　　　計 36

勤務成績証明者 基　　　準 講ずる措置
その職務について監
督する地位にある者

規則で定めた昇給日前一年間全部を良好
な成績で勤務したとき（年齢55歳未満） 4号給昇給

区　　　分 受診者数(人） 備　　　考
人間ドック（脳ドック含む） 139
健康診断 132 医療機関受診人数

区　　　分
受験者数 合格者数
うち男性 うち女性 うち男性 うち女性

保育士 8 1 7 2 0 2
看護師 1 0 1 1 0 1

理学療法士 1 0 1 1 0 1
薬剤師 1 0 0 1 1 0
事 　務 25 13 12 5 2 3
合   計 36 15 21 10 3 7
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7月29日に南太平洋で発生し、8月10日に四国に上陸した台風11号は、本町に多大な被害をもたらしました。
ここで改めて台風11号による本町での災害被害の状況、またその後の復旧対応についてまとめました。

１．被害状況の概要
（1）住家等の被害
　被災住家数等

２．那賀町の対応状況
　町としての対応状況を時系列に沿って追っていきます。
○台風11号到来時  

（2）住家以外の被害
○公共施設（建物、設備等）
・鷲敷地区：鷲敷小学校（床上浸水）他17施設が被災
・相生地区：水の花荘併設デイサービスセンター（床上浸水）他４施設が被災
・上那賀地区：上那賀西体育館（床上浸水）他2施設が被災
・木沢地区：高城山総合案内施設（一部損傷）他1施設が被災
・木頭地区：旧那賀高木頭分校施設（床上浸水）他2施設が被災
○公共土木施設等の被害額

町道等公共土木施設の被害　約 83,000千円
林道等の被害　　　　　　　約200,000千円
農地農道等の被害　　　　　約 89,000千円

平成26年8月台風11号による災害被害とその対応について

鷲敷地区 相生地区 上那賀地区 木沢地区 木頭地区 計
全　　　壊 4世帯 4世帯
大規模半壊 23世帯 1世帯 24世帯
半　　　壊 121世帯 2世帯 3世帯 1世帯 6世帯 133世帯
床 上 浸 水 53世帯 13世帯 66世帯
床 下 浸 水 62世帯 7世帯 1世帯 70世帯

計 263世帯 9世帯 5世帯 1世帯 19世帯 297世帯

８月 時　刻 鷲敷地区 相生地区 上那賀地区 木沢地区 木頭地区
８
日 【役場体制】所要職員 台風11号警戒のため、夜間待機（警戒配備１号配備）

９
日

18:45 土砂災害
警戒情報発表

土砂災害
警戒情報発表

18:50 避難勧告
290世帯 610人

避難勧告
654世帯 1,308人

21:20
土砂災害
警戒情報発表

【役場体制】特別警戒配備（２号配備）

21:30 避難勧告
778世帯 1,661人

10
日

0:45 土砂災害
警戒情報発表

土砂災害
警戒情報発表

0:50 避難勧告
827世帯 2,145人

避難勧告
1,102世帯 2,819人

1:40 【役場体制】鷲敷、木頭地区浸水のおそれ　災害対策本部設置 非常配備（３号配備）

1:50
避難指示

（川切地区）
35世帯 61人

2:10
避難指示

（町東地区）
86世帯 231人

4:30

避難指示
（八幡原地区）
（南川地区）
（北地地区）
（小仁宇地区）
（阿井地区）
計288世帯 638人

（住家被害調査による数値：9月24日現在）非居宅除く
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19日(火) ・災害支援金の募集開始（農協、ゆうちょ銀行、徳島銀行、阿波銀行）
・現金書留の場合手数料を無料とした

25日(日) ・住家被害2次調査を開始
・被災者に対して、「町からのお知らせ（第2号）」を個別配布

26日(月) ・徳島県、那賀町に対する生活再建特別支援制度の拡充を含む特別措置を発表

9月16日(日) ・生活再建特別支援制度の申請受付開始

○復旧対応状況
8月10日(日) 未明 ・豪雨による浸水被害発生。町、消防署及び消防団等による対応、避難の誘導等

・建物等への浸水被害等が発生したが人的被害は無し
10日(日) 午後 ・鷲敷地区では、消防団による浸水した道路等の洗浄作業を開始

・避難者への食事提供を開始
11日(月) ・町、消防団、建設事業者等により被災世帯からの災害廃棄物の搬出と集積を開始

・役場裏の町民グラウンド跡地に集積
・被害状況の調査開始、浸水各戸の消毒等を開始
・社会福祉協議会によるボランティアセンター立ち上げ

12日(火) ・被害調査、食事提供、廃棄物の収集と集積継続、集積場を大塚工業団地にも拡大
・消毒等継続して実施
＊内閣府調査団の視察

14日(木) ・徳島県、生活再建特別支援制度の適用発表（過去の制度の拡充）
・県と町の負担の協調により、住家の補修、生活用品購入等への支援

15日(金) ・町長、県知事に「県生活再建特別支援制度」について住民負担の軽減と事業者等へのさらな
る支援を依頼

・被災者に対して、「町からのお知らせ（第1号）」を個別配布
16日(土) ・廃棄物の収集と集積に加えて、集積場から廃棄物の搬出を開始
18日(月) ・災害復旧本部設置、これにより（災害対策から災害復旧へ）

・災害支援金の募集決定、今後の災害復旧対策についての方針協議
・町からの見舞金及び日赤からの救助物資の配布開始
・被災者の生活再建等の相談受付を開始

○避難所の開設
　各地域において避難所を開設した
8月10日の避難者の数値です。（最大値）

○食事の提供
・8月10日から17日まで、被災者に対して食事の提供を実施（1日最大225食を提供）しました。
・8月19日から28日まで、対象を高齢者等に限定し、食事の提供を実施（1日50食程度）しました。
○ボランティア、各種団体、企業、自治体等の支援

社会福祉協議会によりボランティアセンターが設置され、そのコーディネイトにより8月11日から8月24日ま
での間に各被災者に向けてボランティアが派遣されました。

この14日間に延べ約1,300人のボランティアの方に、各戸の災害廃棄物搬出等に対し支援活動を実施して頂き
非常に助かりました。

社会福祉協議会などの各種団体、企業などのほか、県内自治体、徳島県、鳥取県、京都府などの府県自治体か
らも職員をボランティアとして派遣していただきました。

○支援物資
日本赤十字社徳島県支部をはじめとして、延べ44の町内外の各種団体、企業、個人、自治体の皆様からたくさ

んの支援物資をいただきました。頂いた品目は多岐にわたり、非常用の飲料水、簡易食料品、お米など、また生活
必需品の毛布、トイレットペーパー、石けん、タオルなどの他、廃棄物撤去作業に必要な車両、重機、人員等の
無償提供もしていただきました。これらの物品、資機材の提供は被災地の復旧に欠かせない物ばかりであり、非常
に有り難く大変助かりました。

○義援金（支援金）
各種団体、企業、個人、自治体などから多くの浄財が寄せられております。
平成26年９月30日現在　４８１ 件　２１，８０２，０８２ 円
多くの皆さんから温かいご支援を頂き、深く感謝申し上げます。
頂いた支援金は、被災された方への支援のために、有効に活用させていただきます。

鷲敷地区 相生地区 上那賀地区 木沢地区 木頭地区 合　計
世帯数 116 3 50 26 72 267
人　数 238 19 69 39 127 492
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３．那賀町に対する各種制度の適用

４．復旧に向けての対策
○専決予算による対応
（専決予算規模は約7億円、内約4億円が災害救助や住家補修等への支援となる生活再建支援金
  これらの財源の内一般財源は2.8億円）
○生活再建支援について県の制度に町独自の拡充（床下浸水被害への支援）等を加えた支援制度を制定。被災者の

経済負担を軽減するため県と協議し一部前払い方式も導入
○上記の基礎となる住家の被害認定については専門事業者に委託し２次調査を行った。
　２次調査の目的

○町営住宅被災者への対応として修繕期間中の代替住宅を確保
　個人持ち家住宅者の補修期間中の仮住居の確保
○被災した児童、生徒等へ学用品の支給
○高齢者、障がい者等、食事調達困難者への食事提供の実施
○町税や各種手数料、使用料などの減免
○特別養護老人ホーム入所者の一部を福祉避難所として受入
○農林業被害等事業被害への支援策については、関係機関と協議して実施するとともに、町単独の支援策も実施
○その他、国、県の制度に適用されない災害事例に対する支援についても、町単独での支援策を実施
○公共施設の被害調査と復旧工事の実施
○その他

被災者支援と災害復旧、今後の防災対策については、国や県への必要な支援要望を行うとともに、町議会と協
議しながら、必要な対策を迅速に進める。

今回の災害対応の反省点を生かして今後も想定される災害への対策を進める。

最後になりますが、この度の台風災害に際しまして町内外の個人、企業、団体、また自治体の皆様からお見舞い
や激励、ボランティア支援、支援金、救援物資など心温まる数々のご支援を賜りましたこと、この場をお借りし厚
く御礼申し上げます。

8月29日（金）鷲敷中央公民館において、台風11号の浸水被害にあわれた方を対象に食事会が開催
され、約70名の方が来場されました。
「青年団として何か出来ることはないかと考え、食事会を企画しました。ご賛同くださり、ご協力いただ

いた関係者の皆様には、大変お世話になり感謝しています。」と日下青年団長。
この企画に賛同した町内外の方々から提供された多くの米・野菜・果物といった食材は、ヘルスメイト

（食生活改善推進員）の皆様らの協力により、おいしく調理されました。台風以降、弁当など偏った食生
活の方も多く、野菜中心で薄味の
料理や汁物は大変好評だったそう
です。

また、翌30日（土）には同公民
館で那賀町婦人会鷲敷支部主催
による食事会を開催。野菜のかき
あげやかぼちゃの煮付けなど、全
９品目のあたたかなお手製料理
150食が用意されました。

災害救助法の適用 平成26年8月9日（土）付
被災者生活再建支援法の適用 平成26年8月9日（土）付
徳島県生活再建特別支援制度の適用 平成26年8月14日（木）付
徳島県生活再建特別支援制度その他の拡充 平成26年8月26日（火）付

・精度の高い住家被害認定を行う必要があること
・公平な住家被害認定を行う必要があること
・被害の内容を精査して、少しでも上位の被害程度を確保し、住民への支援額の拡大につなげる。
・国や県の制度への適用や財政支援についての的確な資料とする。

食
事
会
を

　
開
催
し
ま
し
た

那賀町
青年団
鷲敷支部 那賀町

婦人会
鷲敷支部
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　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において
全額が社会保険料控除の対象となります。その年の１月１
日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
　この社会保険料控除を受けるためには、納付したこと
を証明する書類の添付が義務付けられています。
　このため、平成26年１月１日から９月30日までの間に
国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」が本年11月上旬に日本
年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申
告の際には必ずこの証明書（又は領収証書）を添付してく
ださい。
また、10月１日から12月31日までの間に今年はじめて国
民年金保険料を納付された方については、翌年の２月上
旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、
ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご
家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してく
ださい。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についての
ご照会は、控除証明書のはがきに表示されている番号に
お問い合わせください。

℡ 0570−058−555（ナビダイヤル）
050 から始まる電話からおかけになる場合は
℡ 03−6700−1144
＊ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけに

なる場合は全国どこからでも、市内通話料金で
ご利用いただけます。ただし、一般の固定電話
以外（携帯電話等）からおかけになる場合は通
常の通話料金がかかります。

＊℡ 03−6700−1144 の電話番号におかけにな
る場合は、通常の通話料金がかかります。

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納付した場合と同様に、社会
保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。                                       
控除の対象となるのは、平成26年1月～12月中に納めた保険料全額です。（過去の年度分や追納・後納保険料なども含
みます。）                         
　また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族（大学生のお子様）の負担すべき国民年金保険料を支払っている
場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。                                                         
なお、平成26年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには年末調整や確定申告を行う
ときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。                        
　このため、国民年金保険料を納付された方には、日本年金機構本部から『社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書』を送付していますので、申告書の提出の際には必ず添付してください。                                           
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方です。そのためにも保険料
は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

この度、那賀町商工会では買い物弱者対策として平野・西納地区を対象とした移動販売車を使った
コミュニティセンターでの販売を始めました。毎月最終週の水曜日、食品・衣料・菓子の３社が販売します。
お近くの方は、こぞってご利用下さい。

那賀町商工会からのお知らせ

移動販売車によるコミュニティセンターでの
販売を始めました！

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

知って得するこくねん情報 役場住民課国民年金担当　電話  62-1194　
徳島南年金事務所国民年金課　電話  088-652-3114

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！ 

控除証明書専用ダイヤル
（平成26年11月４日～平成27年３月16日）

今月は
11月26日（水）です

時　間 午前10時～11時 午前11時30分～12時30分
場　所 旧平野小学校１階 もみじ川ふれあい館
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　裁判員制度ウェブサイトでは、裁判員制度の実施状況のほか、各地方裁判所の裁判員裁判の情報、裁判員制度に
関するQ&Aなど、様々な情報をお伝えしていますので、ぜひご利用ください。
　裁判員制度ウェブサイト　　http://www.saibanin.courts.go.jp/
　　※名簿記載通知や調査票、辞退を申し出ることができる事由などに関する情報はこちらへどうぞ
　裁判所ウェブサイト　　http://www.courts.go.jp/
　　※各地の裁判所は、こちらのウェブサイトよりどうぞ

裁判員制度
まもなく名簿記載通知を発送します！

徳島地方裁判所からのお知らせ

☆裁判員候補者名簿ができるまで
　裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に、全国の地
方裁判所で作成されます。
　裁判員候補者名簿に登録される人数は、予想される裁判員裁判対象事件の数などによって毎年変動しますが、平
成27年の名簿に登録される人数は，全国で23万3,800人です（選挙人名簿登録者全体に占める割合は、約445人に
１人）。

☆裁判員候補者名簿記載通知について
　平成27年の裁判員候補者名簿に登録された方には、本年11月中旬に名簿に
登録されたことの通知（名簿記載通知）をお送りします。この通知は、来年2
月ころから平成28年2月ころまでの間に裁判所にお越しいただき、裁判員に選
ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただ
くためのものです。この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれ
たわけではありませんので、すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。
　 また、名簿記載通知と併せて調査票をお送りします。この調査票は、裁判
員候補者の方の事情を早期に把握し、調査票のご回答の内容により、１年を通
じて明らかに辞退が認められる場合等には裁判所にお越しいただくことのない
ようにして、裁判員候補者の方々の負担を軽減するためにお送りするものです
ので、お尋ねする項目に当てはまらない方は、返送していただく必要はありま
せん。
　 辞退の申し出ができる時期や期間等に何らの制限を設けているわけではあ
りません。
　 この調査票で辞退を申し出なかった場合でも、実際の事件の裁判員候補者
に選ばれた際にお送りする質問票で辞退を申し出ていただくことも、裁判の当
日（選任手続時）に辞退を申し出ていただくことも可能です。
　 裁判員制度にご理解、ご協力をお願いします。　

【10月中旬～下旬】
名簿の作成

【11月中旬】
候補者への通知
調査票の送付

【裁判の当日】
選任手続

【裁判の６週間前まで】
選任手続期日のお知らせ

（呼出状）・質問票の送付

選任手続の流れ
今年

来年以降

お問い合わせ先
徳島労働局労働基準部賃金室 ☎088-652-9165

又は最寄りの労働基準監督署まで

※産業によって、特定最低賃金が定められているものがあります。

標準営業約款制度〔Ｓマーク〕を
ご存じですか

Sマークは、厚生労働大臣認可の標準約款
制度に従って営業しているお店です。

このSマークを店頭に表示しているお店な
ら安心、安全、衛生が保証され、皆様の信頼
できるお店選びの大きな目安となります。ま
た万一の場合、事故賠償基準に基づいた補償
も受けられます。

理容店、美容店、クリーニング
店、めん類飲食店、一般飲食
店のお店選びはSマーク登録
店で！

公益財団法人 徳島県生活
衛生営業指導センター

TEL 088-623-7400厚生労働大臣認可
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　汚泥発酵肥料は､年間約1，600袋
（月間約130袋）の生産量を見込んで
います。当分の間、下記の引渡計画によ
り利用希望者に引渡します。平成25年
８月に案内した申込受付では、引渡予
定世帯数を大幅に超えています。従って、
年間10袋以内の利用者には、毎年６月
期と12月期に５袋ずつ引渡する計画で
すが、予定数量以上はお渡しできませ
んので、あらかじめ在庫の確認をしてか
ら受取に来てください。また、年間30袋
の利用者についても生産量は限られて
いますので、予定していた引渡の月でも
お休みすることがあります。
　※なお、受取に来られなかった月は、
　　受取の必要がなくなった月である
　　と判断させていただきます。

汚泥発酵肥料の年間引渡計画について
衛生センターからのお知らせです

【お問い合わせ先】　那賀町衛生センター℡ 66-0710 / IP 電話 050-8805-8500

月 年間引渡数量
（１世帯あたり） 引渡世帯数 引　渡　条　件

1月 3袋

50世帯 月の生産量は、約130袋です。
引渡数量が不足する月は、受
取数を調整（減少）又は、休
みとします。

2月 3袋
3月 3袋
4月 3袋
5月 3袋
6月 休み
7月 3袋
8月 3袋
9月 3袋
10月 3袋
11月 3袋
12月 休み

合　計 30袋 50世帯
6月 5袋

50世帯
生産量が限られているので、
在庫確認をして下さい。

12月 5袋
合　計 10袋 50世帯

年間30袋以内の利用者

年間10袋以内の利用者

災害により被害を受けた皆様へ
　風水害等の災害により、被害を受けられた皆様
方に、心からお見舞い申し上げます。
　災害によって、住宅や家財などに損害を受けたと
きは、確定申告で所得税法の雑損控除又は災害減
免法のどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得
税及び復興特別所得税の全部又は一部の軽減を
受けられる場合があります。
　詳しい内容については、税務署へご相談ください。
　なお、国税に関する一般的なご相談については、
自動音声案内の｢１｣番を選択していただければ、国
税局｢電話相談センター｣の税務相談官がご相談を
お受けします。

阿南税務署　TEL 0884-22-0414
国税庁ホームページ　www.nta.go.jp
　

那賀町では、平成24年5月1日以降に転入・転居等
で集合住宅（アパート・マンション等）に住所を異動さ
れた方の住民票の住所欄に方書きを記載しています。
番地までの表示では、集合住宅にお住まいの方に郵
便物が正確にお届けできないことがあるため、アパート
やマンションなどの集合住宅の名称、居室の番号など
を住民票などに記載するものです。
※平成24年5月1日以前に転入・転居された方について

は、記載されていません。方書き記載を希望される方
は、申請いただくことにより記載することができます。

〈変更の例〉
　現　行：那賀町和食郷字南川104番地1
　変更後：那賀町和食郷字南川104番地1
　　　　　　　　　　　○○アパート△△号
〈申請方法〉

運転免許証、パスポートなど本人確認書類を持って
住民課又は各支所で申請してください。なお、同じ世
帯でない人が申請をされる場合は、委任状が必要です。

住民基本台帳カードを登録されている人は、住民基
本台帳カードもご持参ください。この変更により、公
的個人認証の電子証明書が失効することはありません。

平成26年のテーマは
｢税の役割と税務署の仕事｣です。

｢税を考える週間｣
11月11日（火）～11月17日（月）

税務署からのお知らせ 住民票の方書き記載が
始まっています

【お問い合わせ先】那賀町役場 住民課 ☎62-1194
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抑
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
」。「
聞
か
な
い
」
の
で
は
な
く
「
聞
け
な
い
」

場
合
も
あ
り
ま
す
。
次
々
と
目
に
入
っ
た
刺
激
に
す
ぐ
反
応

し
て
し
ま
い
「
じ
っ
と
で
き
な
い
」
行
動
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
り
、
少
し
の
音
で
も
気
に
な
っ
て
、
そ
ち
ら
に
興
味
が
い
っ

て
し
ま
い
「
話
が
き
け
な
い
」
と
い
う
行
動
に
な
っ
た
り
、

次
々
た
く
さ
ん
の
事
を
言
わ
れ
る
と
覚
え
き
れ
な
い
た
め
忘

れ
て
し
ま
い
、「
聞
い
て
な
い
」
と
言
わ
れ
た
り
「
聞
け
な
い
、

じ
っ
と
で
き
な
い
」
原
因
も
様
々
あ
り
ま
す
。
人
間
は
誰
で

も
「
特
性
」
が
あ
り
、
耳
で
聞
く
こ
と
は
苦
手
だ
け
ど
、
絵

や
目
で
見
る
と
分
か
る
子
。
反
対
に
絵
で
見
て
も
分
か
ら
な

い
が
、
説
明
を
加
え
る
と
分
か
る
子
。
感
覚
が
上
手
く
伝
わ

ら
ず
、
人
に
も
自
分
に
も
荒
っ
ぽ
い
行
動
を
し
て
し
ま
う
子
。

逆
に
感
覚
が
過
敏
す
ぎ
て
少
し
の
刺
激
に
も
怖
く
感
じ
て
し

ま
う
子
。
人
そ
れ
ぞ
れ
「
特
性
」
が
違
い
ま
す
。
こ
の
「
特

性
」
が
強
く
大
き
い
場
合
は
、
本
人
も
保
護
者
も
ど
う
し
て

い
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
悩
ん
で
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

う
し
た
場
合
、
早
く
「
特
性
」
を
知
り
、
そ
の
「
特
性
」
に

応
じ
た
関
わ
り
方
を
す
る
事
で
イ
ラ
イ
ラ
し
た
気
持
ち
が
楽

に
な
っ
た
り
、
育
児
に
ゆ
と
り
が
で
き
た
り
し
ま
す
。
子
ど

も
の
発
達
や
特
性
等
に
つ
い
て
心
配
な
場
合
は
、
相
生
保
健

セ
ン
タ
ー
等
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

子
育
て
・
・
・

子
育
て
中
は
、
誰
し
も
色
々
な
事
で
悩
ん
だ
り
、
落
ち
込

ん
だ
り
し
な
が
ら
も
、
こ
ど
も
の
成
長
を
願
っ
て
、
日
々
生

活
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
ど
も
を
一
人
の
人
間
と
し
て
「
育
て
る
」
と
言
う
こ
と
は
、

と
て
も
大
変
な
こ
と
で
す
。
大
変
な
こ
と
だ
か
ら
こ
そ
、
喜

び
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
誰
で
も
み
ん
な
一
生
懸
命
、
こ

ど
も
を
育
て
て
い
る
の
で
す
。「
そ
れ
で
い
い
ん
だ
よ
」「
だ

い
じ
ょ
う
ぶ
だ
よ
」「
よ
く
頑
張
っ
て
る
ね
」「
体
に
気
を
つ

け
て
ね
」
な
ど
、
悩
ん
だ
と
き
、
迷
っ
た
と
き
、
そ
っ
と
手

を
差
し
の
べ
て
く
れ
た
り
、
声
を
か
け
て
く
れ
る
こ
と
で
救

わ
れ
る
事
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
り
、
話
を
聴
い
て
も
ら
え

る
だ
け
で
、
自
信
を
持
っ
て
こ
ど
も
を
育
て
る
事
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

悩
ん
だ
と
き
、
迷
っ
た
と
き
は
一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
で
、

周
り
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

虐待発生

親の要因親の要因

子どもの
要　因
子どもの
要　因

家族を
とりまく
要　因

家族を
とりまく
要　因

・育児不安
　（子育てがうまくいかない等の不安によるストレス）
・親自身の虐待された経験（精神的なトラウマ）
・病気・障がい（体調不良による養育力の低下）
・精神的に不安な状態
　（産後うつやアルコール依存症など）

・育児不安
　（子育てがうまくいかない等の不安によるストレス）
・親自身の虐待された経験（精神的なトラウマ）
・病気・障がい（体調不良による養育力の低下）
・精神的に不安な状態
　（産後うつやアルコール依存症など）

・育てにくい子ども
　（かんしゃくが激しい、こだわりが強い）
・病気・障がい
　（先天異常の疾患、発達の遅れなど）

・育てにくい子ども
　（かんしゃくが激しい、こだわりが強い）
・病気・障がい
　（先天異常の疾患、発達の遅れなど）

・核家族化によるもの
　（育児に関して相談できる人がいない）
・不安定な夫婦関係
　（夫婦喧嘩が絶えない、ＤＶ）
・経済的不安
　（不景気による収入低下、失業など）
・地域からの孤立
　（近所の人と付き合いが薄い）

・核家族化によるもの
　（育児に関して相談できる人がいない）
・不安定な夫婦関係
　（夫婦喧嘩が絶えない、ＤＶ）
・経済的不安
　（不景気による収入低下、失業など）
・地域からの孤立
　（近所の人と付き合いが薄い）

▲

那賀町役場健康福祉課
　☎0884-62-1141▲

南部児童相談所
　☎0884-22-7130
＊秘密は厳守します。

▲

那賀町相生保健センター
　☎0884-62-3892
＊秘密は厳守します。

▲

発達障害者総合支援センター
　（ハナミズキ）
　☎0885-34-9001
＊秘密は厳守します。

虐待相談窓口

子育てや発達等の相談

発達のことについての相談窓口

に
つ
い
て

に
つ
い
て

児

虐虐
童

待

【
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す
】



23 広報なか

インフルエンザ予防接種の助成についてお知らせします

【指定期間】 平成26年11月1日（土）～平成27年1月31日（土）

【高齢者等の皆さまへの助成】　
　●対象者：以下の①又は②に該当する方

①那賀町に住所登録し、接種日に満65歳に到達している方。
②那賀町に住所登録し、60～65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の機能

に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを
有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が
ほとんど不可能な程度の障がいがあり、かかりつけ医により接種対
象とみなされ、接種を本人が希望する方。
※必ず、『すこやか手帳』を持参してください。
すこやか手帳は役場各支所窓口にて発行しています。
（1人1冊。初回発行無料、再発行は200円必要）

　●助成額：1,800円（１回限り）
　　※接種費用3,600円から助成額を差し引いた額が自己負担。

【13歳未満のお子さんへの助成】　
　●対象者：以下の①と②を満たす方

①那賀町に住所登録されている、13歳未満の方。
（インフルエンザを2回接種する方）
②2回とも同じ指定医療機関で接種する方。

　●助成額：2回目　1,800円（1回目は助成はありません。）
　●助成の受け方　

1回目の接種時に、指定医療機関窓口で申請書及び委任状（様式第１
号）をもらっておいてください。2回目接種時、申請書及び委任状を提
出し、予防接種を受け、接種費用から助成金額（1,800円）を差し引
いた額をお支払ください。

ワクチンがなくなり次第
接種の受付は終了します。
お早めにどうぞ。

インフルエンザ予防接種の助成
に関するお問い合わせは・・・
相生保健センター
　　　　  　℡ 62ー3892まで

指定医療機関一覧

わ だ 内 科：６２－３３１１
山 本 医 院（予約不要）
　　　　　：６２－３５７７
日野谷診療所：６２－００７３
上那賀病院：６６－０２１１
木沢診療所：６５－２４０９
木頭診療所：６８－２１０２
北川診療所：６９－２２０１

※受付時間内に、事前に予約
　をしてください。

青年就農給付金「準備型」に係る
給付対象研修生募集について

青年就農給付金「経営開始型」に係る
給付対象者募集について

徳島県では、就農を目指して、農業研修を受けら
れる方に研修の間、年間150万円を最長2年間給付
する「青年就農給付金(準備型)」の研修生を募集し
ています。
【募集期間】
10月31日(金)から11月28日(金)まで
給付の条件など、詳しくはお問合せください。
【問い合わせ先】
徳島県立農林水産総合技術支援センター
経営推進課　☎088-621-2427

徳島県では、新たに農業を始められる方を対象
に年間150万円を最長5年間給付する「青年就農給
付金(経営開始型)」の給付対象者を募集していま
す。
【募集期間】
平成26年10月31日(金)から11月28日(金)まで
※給付の条件など、詳しくは就農予定地の各市町村

の新規就農相談窓口へお問合せ下さい。

徳島県からのお知らせ
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飲酒・喫煙と食道癌
最近相次いで、多くの人々から愛された芸能人や歌舞伎役者の方が食道癌で亡くなられました。

いずれも、自分の思い通りの人生を豪快に生き抜いた方々でした。これらの人に共通しているの
は、酒やたばこをこよなく愛していたという点です。食道癌は膵癌と同様に治りにくい癌ですが、
飲酒や喫煙により非常にかかりやすくなる癌でもあります。飲酒と喫煙の両方の習慣のある人はど
ちらもしない人と比べて10倍も食道癌になりやすく、特に大量の飲酒をするヘビースモーカーで
は30倍以上になると言われています。言い換えれば飲酒や喫煙をやめることにより食道癌をかな
りの確率で予防できるという事になります。

食道癌の治療
食道癌を確実に治すための治療法は現在のところ、癌を完全に切り取ることです。放射線治療や

抗癌剤治療は手術前に癌細胞を減らしておくため、または手術後に取り残した癌細胞を抑えるた
め、あるいは手術を受けることが出来ない人のために行う治療です。初期の段階で発見できれば、
胃カメラで食道の粘膜を切り取るだけで治りますが、少し遅れると首、胸、お腹の3か所から食道
と周囲のリンパ節を切り取る手術が必要になります。最近では腹腔鏡や胸腔鏡を用いて小さな傷で
切除できるようになりましたが、それでも体には大きな負担になります。このような大手術を乗り
越えて、我々に夢を送り続けてくれている方々に、サザンの桑田佳祐さんや指揮者の小沢征爾さん
がおられます。

食道癌の早期発見と予防
食道癌の初期症状は食物を飲み込む時の違和感や引っかかるような感じ、しみるような感じで、

このような症状のある人は直ちに胃カメラを受ける必要があります。しかし確実に治るような初期
の段階で発見するためには、症状の無いうちに少なくとも1年
に1回は検診としての胃カメラを受けることが必要です。

最も重要なことはタバコをやめ、お酒を控えることです
が、どうしてもやめられない人は、上那賀病院または日野谷
診療所の禁煙外来を受診して、1年に1回の胃カメラも受ける
ようにして下さい。今は細い鼻からの胃カメラで、とても楽
に検査ができるようになっています。

丹生丹生のの谷谷のの町医者町医者からから
vol.15 《 ご質問やお問い合わせ 》

医療対策室  ☎66－0211
《 ご質問やお問い合わせ 》
医療対策室  ☎66－0211

次回は
山本医院
山本先生です

（上那賀病院内）（上那賀病院内）

上那賀病院院長　鬼頭　秀樹

赤ひげ便り第２弾です。今回は食道癌という病気について少し詳しくお話しします。

　12月1日の「世界エイズデー」に合わせて、阿南保健所ではエイズ夜間検査を実施す
ることになりました。検査結果は、採血後、約30分でお伝えできます。

日　時：平成 26 年 12 月 1 日（月）　
　　　　午後 5 時～午後 7 時
場　所：南部総合県民局保健福祉環境部（阿南）
　　　　阿南保健所（阿南市領家町野神３１９）
費　用：無料　　
　　　　

※事前申込み不要、匿名で実施します。
　上記以外にも、毎週火曜日、午前 11 時から正午まで
　エイズ検査を行っています。　
お問い合わせ： 南部総合県民局保健福祉環境部（阿南）
　　　　　　　 阿南保健所　健康増進担当
　　　　　　　 電　話　0884-28-9874

「エイズ相談・検査」のお知らせ12 月 1 日
「世界エイズデー」
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テレビ和歌山の地デジ放送開始のお知らせ

テレビ和歌山を視聴するには、【チャンネル設定】が必要です。お使いのテレビまたはチューナーで設定し
てください。チャンネル設定をするには、地域選択が必要となります。地域は【徳島県】となります。
※地域選択が適正でないとチャンネル配列などが異なる場合がございます。
※地上デジタル放送のみ放送となります。デジアナ変換放送はありません。

●テレビの操作方法は、メーカーや年式によって異なります。
それらをすべて那賀町ケーブルテレビで把握することは業務上困難です。
付属の説明書をご覧になるか、お買い求めの電気店にお問い合わせ下さい。

●その他ご不明な点は那賀町ケーブルテレビまでご相談ください。

　現在行っています地上デジタル放送の「デジアナ変換サービス」は平成27年3月上旬に終了する予定です。従来
のアナログテレビではテレビ放送を視聴できなくなりますので、早めの対策をお願いします。 
　なお、デジタルテレビをお持ちでない方で、住民税非課税の方には地デジチューナーを配布しております。詳し
くはケーブルテレビまでお問い合わせください。

【チャンネル設定】とは
　受信チャンネルを設定するものです。放送を受信す
るためには必ず必要です。
テレビのメーカーによって「初期スキャン」「かんたん設
置設定」など呼び方が異なります。
『チャンネル設定の操作例』
１．リモコンの「メニュー」ボタンなど設定に関するボタ

ンを押します。

２．「チャンネル設定」「放送受信設定」など、チャンネ
ル設定の項目を選びます。

３．地域設定で「徳島県」「お住まいの郵便番号」など
を設定します。

４．自動チャンネル設定を選択し「初期スキャン」また
は「再スキャン」を行います。

５．放送チャンネルが設定されます。
※ ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

11月～12月は

県税・市町村税の
「県下一斉徴収強化月間」
　　　　　　　　　です

　町税の納め忘れはありませんか。11月～12月の２カ月間
は徳島県下一斉徴収強化月間で、徳島県と県内市町村は、
連携して徴収対策を強化します。
　皆さんに納付いただいている町税は、住みよいまちづくり
を支える貴重な財源です。町では、税負担の公平性を保つ
ために、何の事情もなく未納になっている方に対し、国税徴
収法に基づき滞納処分を行います。
　町税を滞納したまま放置すると、法律に基づき延滞金の
徴収や強制的に財産の差し押さえを行うことになりますので、
納期限内に納付されますようお願いします。

●財産調査とは？
・勤務先への給与照会
・土地家屋、自動車の所有状況調査
・金融機関での預貯金調査
・生命保険の契約状況照会  など

●差押処分とは？
　土地・家屋、勤務先からの給与、預貯金や自動車、生命保険
の解約返戻金を差し押さえします。納付約束を守らない方で悪
質な場合は、自宅を捜索し、家財などの差し押さえを行います。
　差し押さえは、滞納者の意思にかかわらず強制的に執行され
ます。

●徳島滞納整理機構との連携
　町では、納税意思がないと判断された場合や滞納額が
高額な場合など、徴収困難な案件を「徳島滞納整理機構」
に移管し、徹底した財産調査・差し押さえを行っています。

●納税相談
　病気、失業などで納税が困難である場合、必ず税務課に相談
してください。

【お問い合わせ先】 
役場税務課 ☎６２－１１８２

料金は？ テレビ和歌山を見るにはどうすればい
いの？

ケーブルテレビ加入者であれば基本料
金のみでご視聴いただけます チャンネルを再設定します

Q Q
A A

平成26年12月1日よりテレビ和歌山の地上デジタル放送を開始する予定です 

デジアナ変換サービスの終了について

ケーブルテレビ課からのお知らせ

　那賀町ケーブルテレビ　☎０８８４－６４－１１２３／ＩＰ ０５０－８８０３－４４４４
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８月６日（水） 北淡震災記念公園・太陽公園・あべのハルカス
（大阪泊）

８月７日（木） インスタントラーメン発明記念館
大阪国際空港・京都水族館

（京都泊）

８月８日（金） おたべ本館・京都国際マンガミュージアム
人と防災未来センター

鷲
敷
小
学
校　
五
年　

西
村　
美
里

　

私
が
一
番
心
に
残
っ
た
の
は
、
イ
ン
ス
タ
ン

ト
ラ
ー
メ
ン
記
念
館
で
す
。
ラ
ー
メ
ン
を
作
る

体
験
で
は
二
人
一
組
で
作
り
ま
す
が
、
私
は
や

す
は
ち
ゃ
ん
と
組
に
な
り
ま
し
た
。
二
人
で
協

力
し
て
ラ
ー
メ
ン
を
作
っ
た
の
で
、
よ
り
仲
良

く
な
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
他
、
ホ
テ
ル
で

は
助
け
合
っ
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
今
年
の
十
月
に
陸
上
が
あ
る
の
で
も
う

一
度
、
他
の
学
校
の
子
と
会
え
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
お
世
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
教
育
委
員

会
の
み
な
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鷲
敷
小
学
校　
五
年　

北
谷　
亜
香
里

　

十
四
人
の
友
達
と
四
人
の
教
育
委
員
会
の
人

で
、
リ
ー
ダ
ー
研
修
に
行
き
ま
し
た
。
こ
ん
な

研
修
は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、
ド
キ
ド
キ
し
ま

し
た
が
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
一
番
よ

か
っ
た
の
は
、
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
で
、
日
本
一

高
い
ビ
ル
か
ら
の
夜
景
は
、
と
て
も
き
れ
い
で

し
た
。
勉
強
に
な
っ
た
の
は
、
北
淡
震
災
記
念

公
園
で
、
地
震
で
ず
れ
た
地
面
を
見
て
、
災
害

の
こ
わ
さ
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
三
日

間
ほ
か
の
小
学
校
の
子
と
仲
良
く
な
れ
て
、
友

達
に
な
れ
た
の
が
よ
か
っ
た
で
す
。
ま
た
会
い

た
い
で
す
。

鷲
敷
小
学
校　
五
年　

小
林　
樹
里

　

私
は
、
二
泊
三
日
で
い
ろ
い
ろ
な
所
に
行
き

ま
し
た
。
楽
し
か
っ
た
の
は
、
京
都
水
族
館
・

お
た
べ
本
館
・
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
発
明

記
念
館
・
ホ
テ
ル
・
帰
り
の
バ
ス
で
す
。
他
の

学
校
の
子
と
友
達
に
な
っ
て
い
っ
ぱ
い
話
を
し

て
、楽
し
か
っ
た
で
す
。
太
陽
公
園
も
楽
し
か
っ

た
で
す
。
石
の
エ
リ
ア
で
は
、
万
里
の
長
城
を

登
り
ま
し
た
。
城
の
エ
リ
ア
で
は
、
い
ろ
い
ろ

な
ト
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
で
い
っ
ぱ
い
写
真
を
と
っ

て
、
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
で
す
。
あ
べ
の
ハ
ル

カ
ス
で
は
、大
阪
城
も
見
え
て
、高
か
っ
た
で
す
。

鷲
敷
小
学
校　
六
年　

福
富　
彩
乃

　

私
は
、
北
淡
震
災
記
念
公
園
が
一
番
印
象
に

残
り
ま
し
た
。
震
災
の
時
の
大
変
さ
や
ひ
ど
さ

が
写
真
か
ら
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
研
修
旅
行

か
ら
帰
っ
て
二
日
後
私
も
台
風
の
た
め
ひ
難
し

ま
し
た
。
何
も
持
た
ず
に
ひ
難
し
た
の
で
、
防

災
グ
ッ
ズ
を
準
備
し
て
い
た
ら
よ
か
っ
た
と
思

い
ま
し
た
。
記
念
公
園
で
学
ん
だ
事
、
今
回
体

験
し
た
事
が
無
だ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
私
は
家

族
と
ひ
難
ル
ー
ト
の
確
認
や
何
を
持
っ
て
逃
げ

る
か
を
話
し
合
い
ま
し
た
。
災
害
が
お
き
た
時

の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
備
え
行
動
す
る
か
が
大

切
だ
と
、
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
研
修

旅
行
で
し
た
。

相
生
小
学
校　
六
年　

和
田　
成
也

　

一
番
印
象
的
な
場
所
は
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
で

す
。
一
瞬
で
展
望
台
に
着
き
、
色
と
り
ど
り
の

夜
景
が
美
し
い
の
に
感
動
し
ま
し
た
。
伝
統
産

業
体
験
で
は
、
も
の
づ
く
り
の
お
も
し
ろ
さ
や

工
夫
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
勉
強
し
ま
し
た
。

淡
路
や
大
阪
で
の
防
災
や
震
災
の
体
験
は
、
少

し
こ
わ
か
っ
た
で
す
。
忘
れ
な
い
よ
う
に
伝
え

て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
し
た
。
三
日

間
の
研
修
で
新
し
い
友
達
が
で
き
ま
し
た
。
た

く
さ
ん
の
人
に
支
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
感
謝

し
て
、
も
っ
と
が
ん
ば
り
た
い
で
す
。

相
生
小
学
校　
五
年　

坂
口　
真
央

　

私
は
、
二
泊
三
日
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
で
初
め

て
の
と
こ
ろ
ば
か
り
行
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

過
去
を
ふ
り
返
る
所
だ
っ
た
り
、
友
達
と
助
け

合
っ
た
り
す
る
所
が
あ
り
ま
し
た
。
ね
る
時
に

は
話
し
た
こ
と
の
な
い
子
や
一
度
あ
っ
た
こ
と

の
あ
る
子
と
お
も
し
ろ
い
話
を
た
く
さ
ん
し
ま

し
た
。

　

私
に
と
っ
て
こ
の
二
泊
三
日
は
と
て
も
き

ち
ょ
う
な
時
間
で
あ
り
、
人
生
に
一
度
し
か
な

い
時
間
だ
っ
た
の
で
、ず
っ
と
心
の
中
に
し
ま
っ

て
お
き
た
い
で
す
。

相
生
小
学
校　
六
年　

中
野　
孝
太
郎

　

ぼ
く
が
、
一
番
楽
し
か
っ
た
と
こ
ろ
は
、
あ

べ
の
ハ
ル
カ
ス
で
す
。
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
で
は
、

お
み
や
げ
を
買
っ
た
り
、
最
上
階
ま
で
い
っ
て

外
の
風
景
を
見
た
り
し
ま
し
た
。
夜
に
な
る
と
、

い
ろ
ん
な
所
が
き
れ
い
に
光
っ
て
い
ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
タ
ワ
ー
み
た
い
な
物
を
見
た
り
、
写

真
を
と
っ
た
り
し
て
楽
し
み
ま
し
た
。
お
み
や

げ
で
は
あ
べ
の
ベ
ア
と
い
う
く
ま
の
ぬ
い
ぐ
る

み
を
買
い
ま
し
た
。そ
れ
は
、妹
に
あ
げ
ま
し
た
。

楽
し
か
っ
た
の
で
ま
た
行
き
た
い
で
す
。

第４回｢那賀町を愛する心｣弁論大会出場者

学校リーダー研修報告
　平成26年２月23日（日）、日野谷友愛館にて
開催されました「第４回那賀町を愛する心少年の
主張弁論大会」に出場した小学生を対象に二泊三
日（８月６日〜８日）の学校リーダー研修を左記
の日程で実施しました。参加者１４名の感想文を
紹介いたします。
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相
生
小
学
校　
六
年　

瀧　
　
萌
亜

　

わ
た
し
は
、
こ
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
に
行
っ
て
、

お
も
し
ろ
か
っ
た
と
こ
ろ
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
太
陽
公
園
の
城
の
エ
リ
ア
で
す
、

い
ろ
い
ろ
な
ポ
ー
ズ
で
い
っ
ぱ
い
写
真
を
と
る

と
、
ふ
し
ぎ
な
写
真
が
た
く
さ
ん
と
れ
ま
し
た
。

　

二
つ
目
は
、
京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
で
す
。
中
に
入
る
と
、
思
い
出
の
マ
ー
ニ
ー

が
あ
り
ま
し
た
。
自
由
行
動
の
と
き
、
わ
た
し

は
少
女
マ
ン
ガ
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
お
も
し
ろ

そ
う
な
マ
ン
ガ
を
探
す
と
た
く
さ
ん
あ
っ
て
す

ご
く
ま
よ
い
ま
し
た
。
で
も
全
部
で
四
冊
読
め

た
の
で
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　

こ
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
に
行
く
と
た
く
さ
ん
の

友
達
が
で
き
た
し
、
い
ろ
ん
な
場
所
で
み
ん
な

と
楽
し
く
で
き
た
の
で
よ
か
っ
た
で
す
。

桜
谷
小
学
校　
六
年　

前
田　
ア
ユ
カ

　

八
月
六
日
か
ら
八
日
ま
で
の
リ
ー
ダ
ー
研
修

で
、
い
ち
ば
ん
心
に
残
っ
た
場
所
は
、
イ
ン
ス

タ
ン 

ト
ラ
ー
メ
ン
発
明
記
念
館
で
す
。
実
際
に
、

イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
を
作
り
ま
し
た
。と
っ

て
も 

難
し
か
っ
た
け
ど
、
出
来
上
が
り
の
イ
ン

ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
は
、
と
て
も
お
い
し
か
っ

た
で
す
。 

私
は
、
人
生
で
一
度
し
か
で
き
な
い
、

体
験
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

　

ま
た
、
他
の
学
校
の
友
達
と
も
い
っ
ぱ
い
話

が
で
き
ま
し
た
。
新
し
い
友
達
も
た
く
さ
ん
で

き
、 

心
に
残
る
す
ば
ら
し
い
思
い
出
と
な
り
ま

し
た
。

平
谷
小
学
校　
五
年　

露
口　
寧
葉

　

私
が
研
し
ゅ
う
旅
行
で
楽
し
か
っ
た
の
は
、

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
で
す
。

　

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
地
上
約
三
百
メ
ー
ト
ル
ま

で
一
気
に
上
が
り
ま
し
た
。
地
上
約
三
百
メ
ー

ト
ル
は
、
す
ご
く
高
か
っ
た
で
す
。
夜
だ
っ
た

の
で
夜
景
が
と
て
も
き
れ
い
で
し
た
。大
阪
じ
ょ

う
が
う
っ
す
ら
見
え
ま
し
た
。リ
ー
ダ
ー
研
し
ゅ

う
で
ま
な
ん
だ
こ
と
を
、
生
活
の
中
で
生
か
し

て
い
き
た
い
で
す
。

平
谷
小
学
校　
六
年　

中
泉　
紗
姫

　

八
月
六
日
、
七
日
、
八
日
と
リ
ー
ダ
ー
研
修

へ
行
き
ま
し
た
。
こ
の
三
日
間
で
い
ろ
い
ろ
な

体
験
を
し
ま
し
た
。そ
の
中
で
も
一
番
心
に
残
っ

て
い
る
の
は
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
発
明

記
念
館
で
実
際
に
チ
キ
ン
ラ
ー
メ
ン
を
作
っ
た

こ
と
で
す
。
生
地
を
こ
ね
る
と
こ
ろ
か
ら
ふ
く

ろ
づ
め
ま
で
や
り
ま
し
た
。
パ
ッ
ケ
ー
ジ
も
自

分
で
デ
ザ
イ
ン
で
き
ま
し
た
。
う
ま
く
で
き
ま

し
た
。
と
て
も
心
に
残
る
研
修
で
し
た
。　

　

こ
の
研
修
で
学
ん
だ
こ
と
を
こ
れ
か
ら
の
生

活
に
生
か
し
て
い
き
た
い
で
す
。

北
川
小
学
校　
六
年　

前
浦　
光
紀

　

そ
れ
は
そ
れ
は
初
め
て
の
高
さ
で
し
た
。
あ

べ
の
ハ
ル
カ
ス
の
名
は
あ
ま
り
聞
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
と
て
も
高
く
て
足
が
ち
ょ
っ
と
す
く
み

ま
し
た
。
も
う
一
つ
の
思
い
出
に
の
こ
っ
た
の

は
友
達
と
の
交
流
で
す
。
ぼ
く
は
、
一
番
話
を

し
た
の
は
和
田
せ
い
や
く
ん
で
す
。
リ
ー
ダ
ー

研
修
で
思
っ
た
こ
と
は
、
世
界
は
広
い
な
と
思

い
ま
し
た
。
す
ば
ら
し
い
機
会
を
あ
た
え
て
く

れ
て
感
し
ゃ
し
ま
す
。

木
頭
小
学
校　
六
年　

細
川　
　
遼

　

ぼ
く
が
リ
ー
ダ
ー
研
修
で
一
番
心
に
残
っ
た

場
所
は
、
北
淡
震
災
記
念
公
園
で
す
。
こ
の
公

園
で
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
に
つ
い
て
、
そ
の

様
子
や
発
生
し
た
時
間
な
ど
詳
し
く
知
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
写
真
や
映
像
を
見
る
と
、
当

時
の
苦
し
い
、
悲
し
い
気
持
ち
が
よ
く
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な

施
設
を
見
学
し
た
り
、
話
を
聞
い
た
り
し
て
と

て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
生
活

の
中
で
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

木
頭
小
学
校　
五
年　

佐
々
木　
大
奨

　

ぼ
く
が
リ
ー
ダ
ー
研
修
で
一
番
心
に
残
っ
た

こ
と
は
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
発
明
記
念

館
で
一
か
ら
チ
キ
ン
ラ
ー
メ
ン
を
作
っ
た
こ
と

で
す
。
実
際
に
め
ん
を
あ
げ
る
所
を
見
ら
れ
た

の
が
、
す
ご
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
記
念

館
で
は
、
め
ん
を
作
る
時
に
で
き
る
切
れ
は
し

も
食
べ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
で
き
た
て
の

め
ん
は
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
。
そ
の
他

に
も
、
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
で
見
た
夜
景
も
心
に

残
っ
て
い
ま
す
。
楽
し
か
っ
た
思
い
出
を
わ
す

れ
ず
に
、
こ
れ
か
ら
も
生
活
を
が
ん
ば
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

女子学童軟式野球
全国大会

　女子学童軟式野球の全国大会（８月開催）で優勝した徳島県選抜チームに、鷲敷レッズ少年野球部から参加した福
永理乃さん（鷲敷小６年）、柏木柚さん（同４年）、湯浅ひまりさん（同４年）。
３名は 10 月２日に役場を訪問し町長に優勝報告を行いました。
　これは日本野球機構などが主催する「ＮＰＢガールズトーナメント２０１４」
という大会で、全国 35 都道府県より 36 チームが出場して徳島県選抜は昨年の
３位に続いて今年は見事全国優勝を果たしました。特に６年生の福永さんは全
試合フル出場して、準決勝でタイムリーヒットを放つなど優勝に貢献しました。
　３名は表賞状とメダルを胸に町長に報告を行った後、このすばらしい経験を
これからの野球や、学校生活に生かしていきたいと元気に豊富を語ってくれま
した。

全 国 優 勝 を 町 長 に 報 告
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このページは、地域おこし協力隊員の活動や
取り組みを紹介していくページです。

協力隊通信  Vol.12

辻井稔喜 隊員（都市交流推進担当）

主な活動内容
・那賀町小水力利用推進協議会参加
・「阿波木偶箱廻し公演」準備手伝い
・北川農村舞台準備手伝い

　「阿波木偶箱廻し」は一人で一体の人形を操りなが
ら浄瑠璃を語ります。一体の人形は重いもので10kg
になるものもあるとのこと。女性二人で二時間近く公
演いただきましたが、まだまだ見ていたいと思うくら
い魅了されました。
　月末には北川農村舞台もありました。勘緑さんや
清流座などの公演、太鼓と三味線の演奏が合わさって
とても感動しました。
　両日とも天候に恵まれ、貴重な伝統文化に触れる
ことができました。

主な活動内容 
・首都圏学生インターンプログラムの企画、実施

（8/16～9/7）
・地区敬老会への出演（with杉の娘楽校）
・１０月各種イベント打合せ（鹿の森ジビエフェスタ、

ナカまつり、地区運動会）
・ツーリズムEXPOジャパンでの木沢特産品ＰＲ販売

（インターン生）

　９月前半は、「学生イ
ンターンシップの受入」
と「地区敬老会への出演
（杉の娘楽校）」
　９月後半は、四季美谷
温泉の「ジビエフェスタ」
に企画協力させて頂きました。
また、インターン生と協力し「木沢特産品のＰＲ販売」
を東京で実施してもらいました。

新保拓海 隊員（まちづくり推進担当）

主な活動内容 
・FMびざん『ぐるぐる漫遊記』に出演。那賀町をＰＲ 
・富山県立大学生がもんてこい丹生谷を視察調査。対応 

　全国の過疎地域自立活性化優良事例団体に贈ら
れる「全国過疎地域自立促進連盟会長賞」をもんて
こい丹生谷運営委員会が受賞することになり、さっ
そく富山県立大学の大学院生達が那賀町に視察・調
査に訪れました。今後、那賀町に視察に訪れる人が増
えることが想定されますので、那賀町の良さや現状を
しっかりと伝えていくことができる様に用意をしてい
きます。

桑高仁志 隊員（山村資源創造担当）

主な活動内容
・龍谷大学インターンシップ受け入れ
・炭焼き　　　　　　　・北川小学校共楽運動会
・北川農村舞台　　　　・くるく協力

　9月初旬は、京都の龍谷大学から４名が木頭地区
を訪れ、山間部の様々な暮らしの体験を行いました。
自分自身、学生時代にこちらに滞在した経験が現在
につながっているため、大学生を一定期間地域に呼
び込むということが、学生と地域の双方に何らかのメ
リットを与えるということを再認識しました。那賀町
に住み、一年半がたち、協力隊の任期も折り返し地点
にきました。これからは残りの任期をどれだけ地域の
ために使えるかということと、自身の進路を見据えて
活動していこうと思います。

細貝 旬 隊員（農林資源振興担当）

主な活動内容
・「きさわ鹿の森ジビエフェスタ」準備
・「森artなか2014」野外展示物制作

　9月は２つのイベントに向けて準備を行いました。
ジビエフェスタは台風の為延期となりましたが、その
お知らせをする中で多くの方の協力があった事をか
えって実感する事になりました。私には「助け合い」
や「付き合い」という事に対して重荷に感じたり、恐
いと思う気持ちがありますが、今回多くの方の協力に
触れて嬉しく感じた時に、助け合いというのは実は
自然な事であり、別に恐さを感じる必要の無い事な
のだと思うようになりました。

橋本里穂 隊員（観光資源発掘担当）

今月は9月の活動報告です

インターン生による物産販売
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  まちの安心を、
　　　　守ります。 那賀警察署だより

　超高齢化社会の到来に伴い、高齢者が歩行中や自転車乗車中に被害者となる交通事故が
増加しています。
　徳島県警察では、高齢者の事故防止のために各般の施策を実施しています。この度、地
元サポーターとして「自転車用ヘルメット着用推進委員」を委嘱して、高齢者の自転車用
ヘルメット着用活動を地元の皆様とともに推進することとしました。
　那賀町内からは、今回、鷲敷地区の地域の安全を守る会会員の
　　　　那賀町和食郷　　松原　武志　さん　　　７６歳
を自転車用ヘルメット着用推進委員として委嘱し、９月 12 日、那賀警察署で委嘱式を行
いました。今後とも、県民の安全・安心を守るため、徳島県警察の活動にご理解とご協力をお願いします。

那賀警察署長からのお知らせ

児童虐待防止推進月間

那賀警察署長　警　視　大本　勝市

LINE 等を悪用した成り済ましに
気をつけましょう !

一人じゃない　あなたに寄り添い　支える手 

　ＬＩＮＥのアカウントを乗っ取り、友達に成
り済まし、ウェブマネー（電子マネー）を騙し
取ろうとする事案が全国で発生しています。
　実際にウェブマネーを購入し、相手方に騙し
取られる等の金銭的な被害も出ています。
　このような犯罪に自分のアカウントを使用さ
れないようユーザＩＤやパスワードの使い回し
は危険ですので、ＳＮＳ
ごとに設定して、こまめ
にパスワードの変更を行
いましょう。

　ひとりでお悩みではありませんか。
　徳島県警察では、犯罪による被害のご相談を受けてい
ます。
　ご家族やご友人が困っているときにもどうぞご利用く
ださい。
　あなたの勇気にこたえます。

　◆犯罪被害者相談・心のケア
　　☎０８８－６５６－８０８０（平日 9:30 ～ 16:00）
　◆子ども・女性を守る通報ダイヤル
　　☎０８８－６２３－６１１０（24 時間受付）
　◆徳島県警ホームページ
 　http://www.police.pref.tokushima.jp

【期　　間】１１月１日から１１月３０日までの間
　全国では、児童虐待によって子どもの生命が奪われる等
重大な事件が後を絶たない状況にあり、児童虐待問題は社
会全体で早急に解決すべき重大な課題　となっています。
【相談電話】
　●匿名通報ダイヤル　0120-924-839
　　　　　　　　　　　http://www.tokumei.jp
　●児童相談所全国共通ダイヤル
　　　　　　　　　　　0570-064-000
　●いじめホットライン　088-623-7324
　●ヤングテレホン　　088-625-8900
　　★緊急の場合には、最寄りの警察署または 110 番
　　　通報を！

９月中の那賀警察署管内
事件事故発生件数

平成26年11月
那賀警察署

℡62-0110

人身事故　　　　1件
物件事故　 　　16件

◆◆　被害相談窓口のご案内　◆◆
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那賀町が実施している事業について、今回の入札では以下
の請負業者に決まりました。詳細については役場相生庁舎
にて閲覧することができます。

【問い合わせ先】建設課・検査室　℡ 62―1167

契約日 工　　事　　名 工事場所 請負金額（円） 請負業者名
H26.10.1 平成26年度　県単林道事業　林道改良工事（大影浦線） 出羽 9,072,000 （有）永同
H26.10.2 平成26年度　県単治山事業　治山工事（岩倉地区） 岩倉 3,996,000 （株）新居組
H26.10.2 平成26年度　森林基盤整備事業　林道改築工事（中山南川線南川工区） 和食郷 17,960,400 八田建設（株）
H26.10.3 平成26年度　環境林整備事業（防災）木頭北川地区 木頭北川 2,743,200 木頭森林組合
H26.10.3 平成26年度　環境林整備事業（防災）海川地区 海川 4,676,400 木頭森林組合
H26.10.3 平成26年度　環境林整備事業（防災）平谷地区 平谷 2,289,600 木頭森林組合
H26.10.3 平成26年度　環境林整備事業（防災）ソヲ地区 川俣 5,594,400 フォレストワーク協同組合
H26.10.3 平成26年度　環境林整備事業（防災）内山地区 内山 1,976,400 木頭森林組合
H26.10.3 平成25年度　民有林搬出間伐事業（立割２地区） 谷内 1,738,800 木頭森林組合
H26.10.3 平成25年度　民有林搬出間伐事業（播磨地区） 竹ヶ谷 4,320,000 木頭森林組合

町内業者請負状況
（建設工事）

那賀川 防災情報コーナー Vol.47

○本コーナーに関するご意見は、下記までメール又はお葉書でお願いします。　
　また、長安口ダム見学を希望される方は0884-66-0121（管理所）までご連絡下さい。
　長安口ダム管理所　〒771-5505　那賀町長安向イ22-1　E-mail　nakaga70@skr.mlit.go.jp
○長安口ダム見学会のお問い合わせは、0884-66-0121（長安口ダム管理所）までご連絡ください。
○長安口ダム改造情報については、那賀川河川事務所ホームページ内の改造工事ＮＯＷ
　（http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/dam/news/index.html）で配信中です。

　ダム本体を切り欠いてゲートを増設するには、水をせき止める必要があります。その水をせき止めるべく、湖
面側に仮ゲートをもうける計画としています。
　世界最大級の切削（W 11.2ｍ×H 約29.1、W 11.2ｍ×H 約26.8ｍ）の工事をするためには仮ゲート（W 13.0
ｍ×H 約29.2ｍ）も大きくなり、それを支えるピア（溝）部分も当然大きな物になります。
　現在、一つ目の仮締切の設置が完了したところです。仮締切は、水深20ｍを越える箇所での水密を確保する
ために側部戸当り金物や緊定金物などの工夫を凝らして、仮締切内部で安全にピアの工事を行うための準備
を進めています。

皆さんこんにちは、国土交通省那賀川河川事務所です。
今回は『長安口ダム改造事業』　についてお知らせいたし
ます。

仮締切りの部材は、1箇所当り10段で
構成されている。
写真は最上段から6番目のブロック。

①仮締切設置→抜水→②ピア打設
→③仮ゲート設置→④ダム切削の
順に工事を行います。

底部架台を基礎として仮締切を
積み重ねて設置していきます。

⑩

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦⑦
⑧
⑨

最
深
部
で
１
㎡
当
り
ア
フ
リ
カ
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ウ
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さ
で
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。
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11月・12月のスポーツ教室
全教室無料体験実施中です！見学もＯＫ！お気軽にご参加ください。

那賀よしクラブでは会員を募集しています。
会員になると、クラブで実施している各教室やイベントに会員料金で参加していただけます。
また、会員がＢ＆Ｇ体育館を使用したい時は施設使用料が無料になります。

Ｈ２６年度会員募集中

【お申込み・お問い合わせ】

年度会費 ： 1,200円＋スポーツ安全保険料（中学生以下800円、高校生以上1,850円、65歳以上1,000円）

☆各教室に参加をご希望の方は、2日前までに電話かファックスにてお申し込みください。
☆対象は指定がない限り全年齢対象です。ただし、5歳未満のお子様は保護者同伴でご参加ください。

　エアロビクスは有酸素運動の動きの中に、ストレッチや
筋トレの要素も含んでおり、脂肪燃焼だけでなく、心肺機
能や持久力の向上など総合的な効果が期待できます。
　日頃、運動不足を感じている人、気分をリフレッシュした
い人、みんなで爽やかに体を動かそう！
　なかなか続かない運動も、みんなで集まれば楽しく続け
られるかも！

大人も子供も、みんな一緒に汗を
流しましょう！

軽快な音楽に合わせてリズミカルに
体を動かします。 講師：亀井　淳子　先生

「エアロビクス教室」教室
ピックアップ

平成26年度 木頭ソフトバレーボール親善交流大会
平成26年10月5日（日）木頭体育館

において、木頭ソフトバレーボール親
善交流大会が開催されました。町内外
から参加の計27チームによる白熱した
試合に、あちらこちらで歓声があがっ
ていました。また、チーム対抗賞品争
奪戦やジャンケン大会でも大いに盛り
上がりました。試合結果は次のとおり
です。

●フリーの部
〈優　勝〉ウエスタンプラスA
〈準優勝〉ANAN
〈３　位〉海川A　
〈優　勝〉Impurity
〈準優勝〉WoodHead
〈３　位〉EAGLE'l
〈優　勝〉ウエスタンプラスB
〈準優勝〉木頭C
〈３　位〉海川B

Ａ
ブ
ロ
ッ
ク

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク

Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク

●ゴールドの部
〈優　勝〉日和佐SVC 
〈準優勝〉もみじ川
〈３　位〉ウエスタン
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　決勝戦は今年の徳島県少年野球３大大会で優勝、準優
勝を果たした強豪鷲敷レッズとの対戦となりました。今
年のチームは幾度もベスト4まではいくものの、決勝進出
がなく悔しい思いをしていました。しかし、最後の大会
でようやく決勝進出を果たすと、決勝では中元君が値千
金の逆転打を放ち初優勝！歓喜の涙で大会を終え有終の
美を飾ることができました。
　ご協力いただいた大会協賛者のみなさま、地域のみな
さま、ＯＢ、おじいちゃん、おばあちゃん、応援団のみ
なさま本当にありがとうございました。今後とも変わら
ぬご指導、ご声援をよろしくお願いいたします。

那賀町体育協会相生支部
七地区対抗 Mix バレーボール大会

　　　　　相生クラブ　７－０　生比奈少年野球クラブ
　　　　　鷲敷レッズ　２－１　坂野ベアーズ

　　　　　鷲敷レッズ　６－２　新野東スポーツ少年団
　　　　　相生クラブ　５－３　櫛渕少年野球チーム

　　　　　相生クラブ　８－７　鷲敷レッズ

第
12
回
少
年
野
球
相
生
大
会
　

　
　
　 
相
生
ク
ラ
ブ

　
　
　 
鷲
敷
レ
ッ
ズ

 

９
月
13
日
～
９
月
14
日

　平成26年9月30日（火）ソフトテニス大会を相生中学
校テニスコートにて行いました。
　６組が参加し、途中小雨の降る悪天候でしたが、参加
者は最後の１球まで全力でプレーし、手に汗握る大会と
なりました。

　平成26年9月26日（金）に、那賀町体育協会相生支
部七地区対抗Mixバレーボール大会が、相生体育館で行
われました。
　参加チームは４チームと少
なかったですが、好プレー続
出の熱気あふれた大会となり
ました。
結果は右のとおりです。

那賀町体育協会相生支部
第 73 回　ソフトテニス大会

● 大会結果 ●

最優秀選手賞
蔭野　勝梧

（相生クラブ）

未来に翔くで賞
山川　正陽

（相生クラブ）

優秀選手賞
森本　　賢

（相生クラブ）

未来に翔くで賞
新居　郁弥

（鷲敷レッズ）

優秀選手賞
竹内　歩舞

（鷲敷レッズ）

未来に翔くで賞
能登　雄大

（相生クラブ）

優
　
勝

準
優
勝

〈ジュニア交流戦〉
　相生クラブジュニア 8 － 5 津乃峰スポーツ少年団ジュニア

２回戦

準決勝

決　勝

優　勝　手塚・記田（県民局Ｂ）
準優勝　中崎・松永（県民局Ａ）
第３位　森江・圓谷（延野クラブ）

優　勝　　平野１組
準優勝　　３組Mix
３　位　　西　　納
４　位　　日 野 谷

● 個人表彰 ●

　第12回少年野球相生大会が9月13日から2日間開催され、県内各地から14チームが参加、白熱し
た試合が繰り広げられました。
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相生文化協会民謡部

第22回徳島県民謡大賞で
米田くん敢闘賞受賞！
（相生小学校3年）

平成26年９月７日、徳島市文化センターで開
催された第22回徳島県民謡大賞の本選に出場し
た米田安里くん（相生小学校３年）が、｢淀川
三十石船舟唄｣で、見事、敢闘賞（第３位）を受
賞しました。この大会は、今年6月に行われた予
選会（79名）で選出された14名の決勝進出者の
中から徳島県の民謡チャンピオンを決める大会
で、小学生の3位入賞は大会至上初めてのことで
した。

また、平成26年10月４～５日、東祖谷歴史民
俗資料館で開催された祖谷の粉ひき節日本一大
会において、米田美知子さんが準優勝を受賞し
ました。西は宮崎県、北は北海道から参加した
80名の中から、コロンビアミュージック統括プ
ロデューサーの審査を受け受賞者が選出されま
した。

相生文化協会民謡部では、全国各地の大会に
出場し、入賞者が出ており、今後の活躍が期待
されます。目指すは、日本一！

祖谷の粉ひき節日本一大会で
米田さん準優勝！

平成26年11月10日（月）から11月24日
（月）まで、徳島大学本部日亜会館ガレリア
新蔵において、「奥木頭・風土に育まれて
今」展を開催します。木頭地域のみなさんか
ら集めたかつての写真や絵の展示、現在の取
り組みを紹介します。また、期間中、８mm
フィルム木馬映像等DVD上映も行います。
（午前10時から午後5時まで　※初日のみ午
後1時からの開場）

9月28日、那賀町木頭北川の八幡神社舞台に
おいて人形浄瑠璃公演（北川舞台実行委員会・
町農村舞台再生協議会主催）が開催され県内外
から約250人が訪れました。

実行委員会の公演成功祈願が天につうじ当日
は青空一面の晴天となりました。

木偶舎による「寿二人三番叟」のあと、地元丹
生谷清流座による「仮名手本忠臣蔵　二つ玉の
段」、とくしま座の「えびす舞」と続き後半は、三
好市出身の文楽人形遣い勘緑さん・和太鼓奏者
の響

ひびき

道
とう

宴
えん

さん、津軽三味線奏者の山中信人さん
で結成した「和楽器ユニット」が登場。軽快な三
味線と太鼓に人形がからむ即興の演技を繰り広
げました。

会場は感動に包まれ、来場者から大きな拍手
を頂きました。

【お問い合わせ先】奥木頭さとづくり協議会
info＠zivasan.com （担当：玄番）

「奥木頭・風土に育まれて今」展

開催のお知らせ

奥木頭写真展2014

イベント
開催日 時　間 イベント

内　容

11月10日
（月） 午後1時〜

高ノ瀬のお餅
プレゼント

（※数量限定）

11月11日
（火）

午前10時〜
午後5時

山村留学説明会
（※100組限定
ゆずプレゼント）

北
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公
演
が
開
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さ
れ
ま
し
た
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休館日のお知らせ

※美術館利用・講座等のお申込みについては ･･･　相生森林美術館（62−1117）まで

相生森林美術館だより

木頭図書館だより

【休 館 日】日曜・祝日（５月４日を除く）　　　　　
【開館時間】9:30 ～ 18:00（土曜日は 17:00 まで）　
※ 1 人 10 冊まで。貸出期間 2 週間です。

【休 室 日】月曜・火曜
【開室時間】9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00
　※木頭図書館の本も貸出できます。

★子ども向け
・かえってきたへんしんトンネル　あきやまただし
・んふんふ なめこ絵本 さいこうのスープ　　トモコ＝ガルシア
・ええことするのは、ええもんや！　　福田　岩緒
･ かがみのなか　　　　　　　　　　　樋口　佳絵
・冒険！発見！大迷路　妖怪大決戦　　　原裕朗＆バースデイ
・トム・ゲイツ ステキないいわけ　　Ｌ・ピーション
・目と目薬のひみつ　　　　　　　　　山口　育孝

★一般向け
・孤独の力　　　　　　　　　　　　　五木　寛之
・里山シンプル生活　　　　　　　　　位田めぐみ
・大人でも身長が伸びる！やせる！背伸ばし体操　清水　　真
・峠みち　　　　　　　　　　　阿波の峠を歩く会
・杉下右京のアリバイ　　　　　　　　碇　　卯人
・ねじまき片想い　　　　　　　　　　柚木　麻子
・いそぶえ　　　　　　　　　　　　　谷村　志穂

（※この他にも新着本届いています。）

■ 木頭図書館 ■ 鷲敷図書室 IP050-8808-5555電話 68-2226　IP050-8800-6011
FAX0884-68-2566

新着本を紹介します

展示替えのため、12月2日（火）～5日（金）を臨時休館日とさせていただきます。

講座のお知らせ 童謡を歌う会講座　11月30日（日） 午前10時～12時

休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料：一般（高校生以上）540円 　中学生以下 無料

自然へのまなざし —— 大久保英治×梅田俊作×米津 光 ——

11月30日（日）まで

11月23日（日）午前10時～午後4時

11月30日（日）午後2時開演

美術館では自然をテーマにした 3 名の作家による企画展を開催しています。
那賀町産の間伐材や石を使った大久保英治氏（ランドアーティスト　大阪在
住）による立体作品をはじめ、落葉や野菜などを写し取った梅田俊作氏（絵
本作家　美波町在住）による平面作品、静寂な風景を切り取った米津 光 氏（写
真家　徳島市在住）の写真作品など、三者三様に表現された自然感をどうぞ
ご覧下さい。

また、隣接する森林公園で開催中の「森 art なか 2014」では大久保氏、梅
田氏、黒蕨壮氏（彫刻家）などの作品を展示しています。ご一緒にどうぞご
鑑賞下さい。

出演：Ａｗａ古楽コンソート
　庄野龍夫（リコーダー、オカリナetc）/　香川雅代（フラウト･トラヴェルソ）/ 庄野孝子（ヴィオラ･ダ･ガンバ） 
　近藤　泉（ボーカル、リュート）/ 秋山裕子（チェンバロ）

講　師：平木美鶴（日本版画協会会員・徳島大学教授）
参加費：500円

定　員：20名（先着順　小学4年生以上可）11月18日申込締切
お申し込み：相生森林美術館まで

大久保英治「石の音」

 ◇ミュージアムコンサート「古楽器の響き」

◇木版画実技講座「年賀状を作ろう」

秋の
企画展 

実技講座　参加者募集！
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12月の大型ゴミの受付は11月末までです！
上那賀地区の大型ゴミ収集は12月ですが、受付は収集月の前月末までです。
※各地区の収集日はゴミ収集カレンダーでご確認ください。

上那賀地区のみなさんへ

納 期今月の

◆固  定  資  産  税
　　　　　　　　（第4期分）

◆国民健康保険税
　　　　　　　　（第5期分）

【納期限】
平成26年12月1日（月）

納期限内の納付をお願いします。
【税務課】℡62-1182

税金はみんなの
くらしを支えます。

樹種 長さ 径　級 平 均 単 価

杉

3m
〜11 150円／本

12〜13 7,000円／㎥
14〜16 12,000円／㎥
18〜22 14,000円／㎥

4m
〜8 230円／本

9〜13 8,000円／㎥
14〜16 10,000円／㎥
18〜32 16,000円／㎥

桧

3m
〜11 140円／本

12〜13 6,500円／㎥
14〜16 15,000円／㎥
18〜22 16,000円／㎥

4m
〜8 210円／本

9〜13 8,000円／㎥
14〜16 16,000円／㎥
18〜22 16,000円／㎥

第555回市《相生共販所》
H26.9.17開催

●売上数量
1,151㎥（313,359 才）

木材
市況

ひ
ま
わ
り
は
人
権
の
花
で
す

12月の人権相談 相談は無料で秘密は固く守られます。
お気軽にご相談ください。

◆相　談　日　１２月 8 日（月）10:00 〜 12:00
◆相談場所　地域交流センター、相生老人福祉センター
　　　　　　平谷福祉センター、木沢支所、木頭文化会館
◆出席委員　全委員（各地区 2 名ずつ）

開催日時 相談所 相談委員
11月26日（水）
9時30分～12時 地 域 交 流 セ ン タ ー 吉原桂子委員

11月26日（水）
10時～12時 日 野 谷 友 愛 館 田中恒弘委員

11月20日（木）
10時～12時 上 那 賀 支 所 町 民 サ ロ ン 早山公昭委員

11 月の行政相談開設日
11 月の行政相談を次のとおり行います。
相談は無料で、秘密は固く守られますのでお気軽にご相談ください。

〔問い合わせ先〕
環境課　℡ 62―1192
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山住　悠
ゆ う と

十くん
和食郷（鷲敷）

新田　倖
こ う た

大くん
中山（鷲敷）

藤長　大
や ま と

和くん
横石（相生）-

1 歳になるお子様の写
真を募集しています。
ご提供いただいた写真
は 広 報、CATV に て
掲載、放送いたします。
ご質問、写真のご提供
は下記までお願いしま
す。

【お問い合わせ先】
那賀町ケーブルテレビ
TEL 64-1123
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交通ルールを守り、悲惨な交通事故をなくしましょう。今後とも皆様のご協力をお願いします。

相生分会活動　9月30日（火）
園児と共に『交通安全』をアピールし、

交通マナーの徹底を呼びかけ
参加者数30人

　悪天候により延期しました舞台公演を次のとおり
開催します。是非お越しください。
　　　●と　き　平成26年11月23日（日）
　　　　　　　　午後１時開演（正午開場）　
　　　●ところ　辺川神社境内辺川農村舞台
　　　　　　　　（那賀町平野字中原11番）地域再生塾丹生谷応援団

今月は11月23日開催！

※12月はお休みのため、年内最後になります。

なかなか市
道の駅「鷲の里」にて（太龍寺ロープウェイ）

鷲敷分会活動　9月30日（火）
セブンイレブン鷲敷店にて街頭キャンペーン

参加者数120人

木頭分会活動　9月24日（水）
木頭和無田の国道
木頭分会会員等による交通安全の呼びかけ

参加者数27人

丹生谷交通安全協会各分会活動報告
　平成26年9月21日～平成26年9月30日において秋の
全国交通安全運動が全国的に行われました。この前後
に交通安全の啓発活動を各分会において行いました。

上那賀分会活動　9月26日（金）
平谷１号橋にて街頭キャンペーン
平谷周辺鼓笛隊パレード

参加者数50人

今月も元気に開催 ! 辺川神社農村舞台公演について辺川神社農村舞台公演について


